
決算特別委員会会議記録

決算特別委員長 嶋 幸一

１ 日 時

平成３０年１０月４日（木） 午前１０時００分から

午後 ２時５２分まで

２ 場 所

本会議場

３ 出席した委員の氏名

嶋幸一、鴛海豊、麻生栄作、吉冨英三郎、三浦正臣、土居昌弘、油布勝秀、

末宗秀雄、御手洗吉生、近藤和義、阿部英仁、二ノ宮健治、守永信幸、原田孝司、

玉田輝義、平岩純子、久原和弘、吉岡美智子、荒金信生、桑原宏史

４ 欠席した委員の氏名

衞藤明和

５ 出席した委員外議員の氏名

森誠一、木付親次、古手川正治、小嶋秀行

６ 出席した執行部関係者の職・氏名

農林水産部長 中島英司、土木建築部長 阿部洋祐 ほか関係者

７ 会議に付した事件の件名

別紙次第のとおり

８ 会議の概要及び結果

第１０３号議案平成２９年度大分県一般会計歳入歳出決算の認定について、第１０８号

議案平成２９年度大分県林業・木材産業改善資金特別会計歳入歳出決算の認定について、

第１０９号議案平成２９年度大分県沿岸漁業改善資金特別会計歳入歳出決算の認定につい

て、第１１０号議案平成２９年度大分県県営林事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て、第１１１号議案平成２９年度大分県臨海工業地帯建設事業特別会計歳入歳出決算の認

定について及び第１１２号議案平成２９年度大分県港湾施設整備事業特別会計歳入歳出決

算の認定について審査を行った。

詳細については、別紙「会議の概要及び結果」のとおり。

９ その他必要な事項

な し



１０ 担当書記

議事課委員会班 副主幹 長友玉美

議事課委員会班 課長補佐（総括） 工藤ひとみ

議事課議事調整班 主幹 秋本昇二郎

議事課委員会班 主任 小春拓也



決算特別委員会次第

日時：平成３０年１０月４日（木）１０：００～

場所：本会議場

１ 開 会

２ 部局別決算審査

（１）土木建築部

①決算説明

②質疑・応答

③内部協議

（２）農林水産部

①決算説明

②質疑・応答

③内部協議

３ その他

４ 閉 会
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別 紙

会議の概要及び結果

ただいまから、本日の委員会を開き嶋委員長

ます。この際、付託された議案を一括議題とし、

これより審査に入ります。

本日は、土木建築部及び農林水産部の部局別

審査を行います。

これより、土木建築部関係の審査に入ります。

執行部の説明は、要請した時間の範囲内とな

るよう要点を簡潔・明瞭にお願いします。

それでは、土木建築部長及び関係課室長の説

明を求めます。

まず、平成２８年度決算特阿部土木建築部長

別委員会審査報告書で指摘された２点に対する

措置状況について御説明します。平成２８年度

決算特別委員会審査報告書に対する措置状況報

告書の９ページと決算特別委員会資料の１ペー

ジをお開きください。

まず、（２）収入未済の解消について、県営

住宅使用料の収納状況です。収入未済額の縮減

を図るため、滞納の早い段階からきめ細かな納

入指導を行うとともに、即決和解制度を活用す

るなど、長期滞納の防止と収入未済の縮減に努

めてまいりました。その結果、資料の上の表、

左の上から６行目、Ｅの不能欠損額を除く収入

未済額は、これまで最も多かったＨ１８の１億

３,３２２万１千円からＨ２９が４，６１２万

円と、金額にして約８，７００万円、率にして

６５％削減できました。

また、左の中ほどにある現年度のＦ１収納率

はＨ２９が９９．９７％と４年連続全国２位を

記録するなど、未収金の発生防止が進んだこと

から、その上のＣ１の収入未済額は、Ｈ２９が

６４万２千円で、現年度分として過去一番多か

ったＨ１０の５，１２７万２千円から９８％も

削減できました。

今後とも、収納率の向上と収入未済額の縮減

に努めてまいります。

次は（３）個別事項の⑦河川事業についてで

す。措置状況報告書の１７ページをお開きくだ

さい。

昨年、甚大な被害を受けた津久見川や大肥川

では、災害の再発防止に向け、河川激甚災害対

策特別緊急事業等により、集中的に河川改修を

実施していかなければいけません。

それ以外の河川についても、早期に治水効果

が発現するよう、氾濫により多くの家屋浸水が

想定されるなど整備の優先度の高い河川から順

次、河道拡幅や法線是正等の抜本的な河川改修

を行う必要があります。

これらをしっかり取り組んでいくため、本年

度の河川課当初予算は、２２３億円と昨年度比

１２４％を確保したところです。

中でも河床掘削については、特に多くの要望

をいただいていることから、緊急河床掘削事業

費を昨年度の１．５倍、４億５千万円に増額す

るとともに、事業箇所も２５か所から４４か所

へと拡大しました。

また、河床掘削事業の実施にあたっては、河

川周辺の土地利用や浸水状況などを勘案して、

緊急度の高い箇所から順次計画的に実施してい

くことなど、引き続き、住民の皆さまに対して

丁寧に説明してまいります。

今後とも地域の皆さまに御理解をいただきな

がら、河川改修や河床掘削を効果的、効率的に

組み合わせて実施し、災害に強い県土づくりに

努めてまいります。以上で、措置状況について

の説明を終わります。

続いて、平成２９年度土木建築部の決算につ

いて総括的に御説明します。決算特別委員会資

料２ページを御覧ください。まず、１の一般会

計予算総額及び決算額についてです。

一般会計の予算現額ですが、総務費、農林水

産業費、商工費、土木費、災害復旧費及び公債

費を合わせて、太枠のとおり１，２５５億９３

７万５，２４０円です。これに対し、支出済額

の合計ですが、一つ右で８５９億９，８４８万

４，７３８円です。一番右、不用額の合計は１
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億８，９５７万９，５０２円です。

主なものは公共の緊急砂防事業費の工事請負

費や生活排水処理施設整備推進事業費の補助金

などです。

一つ下の表の翌年度への繰越額ですが、下か

ら３行目の計の欄を御覧ください。繰越明許費

のみで合計１，４３３件、３９３億２，１３１

万１千円です。これは、九州北部豪雨や台風第

１８号の災害復旧などにより、２９年度の最終

予算が前年度と比べて約１５８億円の大幅な増

額となったことによるものです。

その下の２特別会計予算総額及び決算額等に

ついては、後ほど関係課長から御説明します。

続いて、平成２９年度における主要な施策の

成果について、土木建築部所管の主な事業を御

説明します。平成２９年度における主要な施策

の成果の２２３ページをお開きください。県営

都市公園施設整備事業です。

これは、公園利用者の安全性、快適性の向上

を図るため、施設整備を実施するとともに、公

園施設長寿命化計画に基づき、更新時期を迎え

た公園施設の計画的な更新を行うものです。２

９年度は、大洲総合運動公園テニスコートの照

明設備や高尾山自然公園の遊具及び大分銀行ド

ームの音響設備の更新等を行いました。

事業の成果ですが、高尾山自然公園について、

利用者の年齢層、利用目的及び利用状況等のア

ンケート調査を行い、利用者のニーズを反映し

た遊具の更新を行いました。

また、来年のラグビーワールドカップ開催に

向け、総合競技場の整備を２９年度から実施し

ています。大会の成功に向け、関係部局と連携

しながら、必要な施設整備に万全を期してまい

ります。

次に、２２４ページを御覧ください。生活排

水処理施設整備推進事業です。

これは、本県の生活排水処理率が全国的にも

低いことから、生活環境の改善と、河川等の水

質向上を目的として、下水道事業や浄化槽設置

整備事業等を実施する市町村に対し助成を行う

ものです。

事業の成果ですが、２８年度末の生活排水処

理率は７４.９％となっています。

なお、２９年度については、この主要な施策

の成果の作成時に数値が確定しないため計上し

ていませんでしたが、先般の第３回定例会にお

いて御説明したとおり実績値は７５.８％で、

目標値の７６.４％をやや下回っており、今後

さらに努力が必要です。

生活排水処理率向上のためには、市町村の主

体的な取組と住民の御理解、御協力が不可欠で

すので、引き続き市町村との対話を重ねながら、

取組への支援を着実に進めてまいります。

次に、２２６ページをお開きください。身近

な道改善事業です。

これは、生活道路の機能向上に関する要望に

対して、既存の道路敷きを活用し、歩道や路肩

を整備することで歩行空間の改善を図るもので

す。

事業の成果ですが、２９年度の完了箇所数は

９１５か所で、目標値の９３.４％でした。

本事業に対する地元要望は依然として多いた

め、引き続き県民のニーズにきめ細かに応えら

れるよう努めてまいります。

次に、２２８ページをお開きください。

（公）県営住宅整備事業です。

これは、高齢者等への配慮や利便性、安全性

向上のため県営住宅のバリアフリー化などを図

るもので、２９年度から３０年度にかけて城南

北ブロックにおいて、１棟の建て替え工事を実

施しています。また、岩田住宅など５２戸のバ

リアフリー改善工事を実施しました。

事業の成果ですが、バリアフリー化された住

戸の割合が２８年度末の３２.７％から２９年

度は３３.６％へ増加し、目標値の３３.２％も

上回ることができました。

次に、２３０ページをお開きください。河川

事業です。

これは、洪水や台風等の災害による浸水被害

から人家や公共施設を守るため、河川流量の確

保、河川環境の整備、保全を行うもので、２９

年度は、有田川などで築堤や護岸の整備、門前

川などの河床掘削及び治水ダム建設等の事業を

実施しました。
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事業の成果ですが、目標値どおり３５か所で

浸水対策を実施し、洪水や台風等の災害による

浸水被害の防止、軽減が図られたところです。

次に、２３１ページをお開きください。砂防

事業です。

これは、土砂災害を防止し、県民の生命、財

産を守るために砂防施設を整備するもので、２

９年度は、綿田地区の緊急地すべり対策や岩戸

川等の砂防えん堤工のほか、生桑地区における

擁壁工等の急傾斜地崩壊防止施設の整備などを

実施しました。

事業の成果ですが、土砂災害対策施設整備率

は２９．４％で、目標値の９８.７％となって

います。

次に、２３２ページを御覧ください。（公）

砂防事業調査費です。

これは、土砂災害防止法に基づき警戒区域等

を指定し、危険性の周知、警戒避難体制の整備、

開発行為の制限などのソフト対策を推進するも

ので、２９年度は、警戒区域等の指定に必要な

基礎調査を２，３８０か所で実施しました。

事業の成果ですが、土砂災害警戒区域指定率

は４８．２％と目標値を６．７ポイント上回り、

警戒区域等の指定を着実に進めることができま

した。

次に、２３４ページをお開きください。道路

施設補修事業です。

これは、災害に強い道路ネットワークの形成

を図るため、緊急輸送道路上の橋梁の耐震補強

を実施するものです。また、高度成長期に建設

された橋梁やトンネル等の老朽化に対し、安全

性を確保するとともにコストの縮減や予算の平

準化を図るため、長寿命化計画に基づき補修を

進めています。

事業の成果ですが、２９年度の緊急輸送道路

上の橋梁耐震化率は９１．１％で前年度の８８．

５％から２．６ポイント進みました。次に、２

３５ページをお開きください。木造住宅耐震化

促進事業です。

これは、昭和５６年以前に建てられた木造住

宅の耐震性の向上を図るため、耐震改修や耐震

診断の費用を助成する市町村へ補助するととも

に、耐震改修を検討する方から相談を受けたり、

耐震化等に関する広報、啓発活動を実施するも

のです。

事業の成果ですが、２９年度の耐震診断及び

耐震改修の補助実施件数は１７４件で、熊本地

震が発生した２８年度の３５４件と比べると減

りましたが、２７年度の２倍以上の実績となっ

ています。今後とも、積極的に広報、啓発を行

い、木造住宅の耐震性の向上を通じた安全、安

心の住まいづくりを促進してまいります。

次に、２３７ページをお開きください。地域

の安心基盤づくりサポート事業です。

これは、災害被害の拡大防止と、集落機能の

維持を一体的に推進することとしています。地

域においては、高齢化により集落機能の維持が

困難になってきていることから、土木事務所職

員自ら、あるいは委託業者が、河川、砂防、港

湾施設等の軽微な修繕、草刈りや支障木の撤去

などを行うものです。また、地域住民が自主的

に行う県管理施設の環境美化や防災活動に対し

て、必要な資機材を確保し、その活動を促進し

ているところです。

事業の成果ですが、県民からの要請に対する

対応率は７７.９％となっています。中でも、

昨年の九州北部豪雨や台風第１８号で生じた流

木、倒木など支障木の撤去については、この事

業を活用することで迅速に対応できました。今

後とも、県民からの多くの要請に対し早急な対

応を心がけ、生活の安心感と満足度の向上を図

ってまいります。

次に、２３８ページを御覧ください。建設産

業構造改善・人材育成支援事業です。

これは、建設産業の担い手の確保、育成を図

るため、建設業のきつい、危険といったイメー

ジを払拭する取組等を推進するもので、２９年

度は高校生向けの建設業体験学習会など従来の

事業に継続して取り組むとともに、新たに建設

産業の生産性向上の推進を図るため、建設業者

に対しＩＣＴ施工の推進に資する機器等の導入

経費に対する補助を行いました。

事業の成果ですが、２９年度の成果指標を、

２８年度の現場体験学習会に参加した生徒の満



- 4 -

足度から建設業のイメージが向上した生徒の割

合に変更し、より事業の成果が測れるよう改善

したところです。目標値を超える５４％が建設

業のイメージが良くなったと回答しており、建

設業のネガティブなイメージの改善と就職意欲

の向上につながるものと考えています。今後も

引き続き、建設産業の就労環境の改善や生産性

向上、魅力の発信などにより、担い手の確保、

育成に努めてまいります。

次に、２３９ページをお開きください。港湾

整備事業です。

これは、フェリー等を活用した人流、物流の

活発化による産業活動の活性化を図るために、

船舶の大型化に対応した係留施設や港湾貨物を

取り扱うふ頭用地等の整備を行うもので、２９

年度は、中津港など重要港湾における道路整備

や、臼杵港など地方港湾における岸壁整備など

を実施しました。

事業の成果ですが、対象港湾施設の整備によ

り、安全性・利便性等が確保できる船舶（最大

係留可能隻数）の割合が２８年度の２１．０％

から２９年度は３４．４％に増加し、係留施設

の整備を着実に進めているところです。

次に、２４１ページをお開きください。

（公）道路改良事業です。

これは、広域連携を推進し、観光客の誘致や

産業競争力の向上を図るため、おおいたの道構

想２０１５を基本計画として、地域高規格道路

や国道、県道の道路整備を進めるもので、２９

年度は、国道２１２号耶馬溪道路、国道２１７

号平岩松崎バイパスなどで事業を実施しました。

事業の成果ですが、県道三重新殿線内田工区

を供用開始するなど、道路整備を着実に進めて

いるところです。

最後に、２４３ページをお開きください。街

路事業です。

これは、市街地の都市計画道路において、道

路の新設、拡幅による渋滞対策や自歩道の整備

による歩行者等の安全確保などを進めるもので、

２９年度は、庄の原佐野線や山田関の江線など

で事業を実施しました。

事業の成果ですが、庄の原佐野線元町・下郡

工区の供用開始に加え、道路の拡幅や自歩道の

新設等、安全で快適な歩行空間の整備を着実に

進めることができました。

以上で、主要な施策の成果についての説明を

終わります。

続いて、行政監査の結果について御説明しま

す。平成２９年度行政監査・包括外部監査の結

果の概要３ページを御覧ください。まずは、左

の項目１の公用車の適正な管理についてです。

１番目の（２）公用車の点検の実施状況、イ

の定期点検についてですが、１土木事務所にお

いて、平成２８年度、車両の定期点検を実施し

ていなかったと御指摘をいただきました。

左の項目３番目の（３）公用車の運行管理、

イの管理者への運行状況の月次報告についてで

すが、３土木事務所において、庁用自動車等使

用簿等による月ごとの報告が行われていなかっ

たと御指摘をいただきました。

４ページを御覧ください。（４）備品管理シ

ステムによる車両情報等の管理、イの車両情報

及び運行状況の記録についてですが、８土木事

務所において、備品管理システムに車両情報及

び年度ごとの運行状況を記録していなかったと

御指摘をいただきました。

５ページを御覧ください。左の項目４の公務

旅行における自家用車使用についてです。

一番下の（１）自家用車使用の承認、アの自

家用車の登録についてですが、３土木事務所に

おいて、車検証の写し等必要な書類が提出され

ていないなど、登録事項の確認が不十分だった

と御指摘をいただきました。

いただいた御指摘に対して、公用車の定期点

検については、平成２９年度は実施済みです。

そのほかの項目についても監査終了後、速やか

に処理しています。今後とも、公用車の管理な

どについて、適切な事務の執行に努めてまいり

ます。

なお、包括外部監査の結果については該当あ

りません。

以上で説明を終わります。引き続き、関係各

課室長から御説明します。

土木建築部一般会計の藤田土木建築企画課長
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歳入決算の主な事項について、御説明します。

平成２９年度決算附属調書の６ページをお開

きください。

まずは歳入決算額の予算に対する増減額につ

いてです。

左の科目で一番下の土木費国庫補助金は１３

８億３，１５５万３，１９１円の減収となって

います。

次に７ページを御覧ください。表の右の増減

理由のうち、下から５番目の土木災害復旧事業

費補助金は５６億７，４０７万６，２０６円の

減収となっています。

次に、１３ページをお開きください。左の科

目、一番下の土木債は３６億７，８００万円の

減収となっています。

これらの主な理由は、事業の全部又は一部を

翌年度に繰り越したことによるものです。

続いて、２４ページをお開きください。収入

未済額について御説明します。

左の科目の一番上、使用料及び手数料のうち

土木使用料は６，００８万４，９１８円となっ

ています。

主な理由は、県営住宅使用料の納入義務者の

生活困窮によるものです。

次に、歳出決算について、別冊の平成２９年

度一般会計及び特別会計決算事業別説明書によ

り、各所属から御説明します。

２４３ページをお開きください。最初に、土

木建築企画課関係分について御説明します。

１番目の第８款土木費第１項土木管理費第１

目土木総務費の決算額は７億４，８３３万３，

４１９円です。

そのうち事業説明欄、上から２番目土木事務

所運営費の決算額は８，８２５万９，６５７円

です。これは、各土木事務所の嘱託職員の報酬

等に要した経費です。

同じページの２番目にある第２目建設業指導

監督費の決算額は７，２３８万４，７５９円で

す。主な事業は建設業育成指導費の５千万円で、

建設業者に対する公共工事請負代金債権を担保

にした融資制度の原資として金融機関に預託し

たものです。

次に、２４４ページをお開きください。下段

にある第１２款公債費の決算額は３億７，９１

２万６，６６５円です。これは地方道路整備臨

時貸付金の償還に係る公債管理特別会計への繰

出金です。

次に、２４５ページをお開きください。公債

管理特別会計の決算額は３億７，９１２万６，

６６５円で、さきほど申し上げた一般会計から

の繰入金と同額です。

建設政策課関係分について湯地建設政策課長

御説明します。

２４６ページをお開きください。第８款土木

費第１項土木管理費第１目土木総務費の決算額

は２億１，７０５万９，５８５円です。

上から６番目の安全・安心を支えるインフラ

点検事業費の決算額は２，０９３万７，６１６

円です。これは、県民の安全、安心を支えるた

め、損傷や劣化の進行が早い道路の自然法面や

河川の堤防、樋門、港湾岸壁などのインフラ施

設の点検に要した経費です。

次に下から２番目の社会インフラ災害情報収

集力強化事業費の決算額は３１５万２，５２０

円です。これは、熊本地震における県の対応に

ついて検証した結果、大規模災害時は、発災後、

速やかな被災状況の把握が重要なことから、災

害情報の収集力を強化するため、空撮用ドロー

ンの配備に要した経費です。

用地対策課関係分について渡辺用地対策課長

御説明します。

２４７ページをお開き願います。第８款土木

費第１項土木管理費第１目土木総務費の決算額

は４４３万１，５２３円です。

一つ目の用地取得対策費の決算額は１２２万

６，５２３円です。これは、過年度に取得した

用地の登記事務に要した経費です。

その一つ下の収用委員報酬の決算額は３００

万９千円です。これは、収用委員７名に対する

報酬です。

その一つ下の収用委員会費の決算額は１９万

６千円です。これは、収用委員会に係る経費で

す。

道路建設課関係分について稲井道路建設課長
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御説明します。

２４８ページをお開きください。第１項土木

管理費第１目土木総務費の決算額は１３０万円

です。これは高速自動車道建設促進事業費で、

東九州自動車道の建設促進のための協議会及び

期成会への負担金です。

次に第２項道路橋梁費第１目道路橋梁総務費

の決算額は９，６６９万５千円です。これは道

路橋梁調査費で、補助事業採択に向けた事前調

査や道路台帳補正等に要した経費です。

２４９ページをお開きください。第３目道路

新設改良費の決算額１９８億７，８４９万３，

９０９円です。これは道路の新設又は改良に係

る経費です。

上から３番目の（公）国直轄道路事業負担金

の決算額は３０億１，３４２万７，９０９円で

して、国が管理する一般国道の改築事業等に係

る負担金です。

道路保全課関係分について山本道路保全課長

御説明します。

２５０ページをお開きください。第１目道路

橋梁総務費は、決算額２億８，１００万７，２

８３円となっています。

次に、第２目道路維持費は、決算額２１７億

４，５４３万５，７３９円となっています。上

から２番目の道路維持修繕費２４億６０６万５，

３６９円ですが、これは、街路樹の管理、道路

の清掃、草刈り、維持補修及び道路パトロール

等に要した経費です。

次に、２５２ページをお開き願います。第３

目道路新設改良費は、決算額３９億６，３２８

万４，８２５円となっています。

次に、第４目橋梁新設改良費ですが、決算額

１億５，５１１万１，７４８円となっています。

河川課関係分について御説明し後藤河川課長

ます。

２５３ページをお開きください。第２款総務

費第２項企画費第２目企画調査費で、決算額は

６，１２９万３，７２５円です。

次に２５４ページをお開きください。第８款

土木費第３項河川海岸費第１目河川総務費で、

決算額は１２億９，５０２万８，２２７円です。

一番下の災害復旧調査費の決算額は７億１，

０９７万１，４８０円です。これは、国への災

害査定申請のための被災箇所の調査や測量設計

委託に要した経費です。

次に２５５ページを御覧ください。第２目河

川改良費の決算額は１０４億４，４３４万９，

６２４円です。

次の２５６ページの上から２番目（公）国直

轄河川事業負担金の決算額は２８億９，２４３

万４,７３４円です。これは、大分川、大野川

など国が管理している区間における河川改修事

業及びダム事業等に対する県の負担金です。

次に２５８ページをお開きください。第１１

款災害復旧費第２項土木施設災害復旧費第１目

土木災害復旧費で、決算額は５３億３，９４２

万９，２６４円です。これは、昨年の九州北部

豪雨や台風第１８号等で被災した公共土木施設

の災害復旧事業等に要した経費です。

港湾課関係分について御説明し野口港湾課長

ます。

２５９ページをお開きください。第２款総務

費第２項企画費第６目交通対策費の決算額は８，

０５３万９，８１３円です。これは、港湾施設

の整備による人流、物流拠点の強化に向けた調

査検討等に要した経費です。

その下、第７款商工費第１項中小企業費第３

目通商貿易振興費の決算額は２，２６８万円で

す。

２６０ページをお開きください。第８款土木

費第３項河川海岸費第３目海岸保全費の決算額

は３億９，３６１万６，０７４円です。

２６１ページをお開きください。第４項港湾

費第１目港湾管理費の決算額は１億４，８６９

万５，０４０円です。これは、港湾施設の維持

管理等に要した経費です。

その下、第２目港湾建設費の決算額は２０億

３，６０２万６，８０５円です。これは、大分

港などの整備に係る負担金などです。

次に、２６２ページをお開きください。第３

目空港建設対策費の決算額は５億８７万１，５

２２円です。これは、大分空港の整備に係る負

担金などです。
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次に、２６３ページをお開きください。第１

１款災害復旧費第２項土木施設災害復旧費第１

目土木災害復旧費の決算額は３，３８６万１，

６００円です。これは、港湾局所管の施設の災

害復旧事業に要した経費です。

次に、港湾課所管の特別会計について御説明

します。まず歳入決算額の予算に対する増減額

などについて御説明します。平成２９年度決算

附属調書の５０ページをお開きください。

金額欄上から２番目の４億９，３００万円の

減収ですが、臨海工業地帯建設事業特別会計の

県債です。減収の主な理由は、事業の一部を３

０年度に繰り越したことによるものです。

金額欄下から２番目の１億５，７００万円の

減収ですが、港湾施設整備事業特別会計の県債

です。減収の主な理由は、事業の一部を３０年

度に繰り越したことによるものです。

次に、収入未済額ですが、５４ページをお開

きください。上から２番目の港湾施設整備事業

特別会計の使用料及び手数料で６０５万４，３

１２円、次の諸収入で１３万６，４２０円の未

収となっています。このうち、約３４８万円は

過年度分であり、納入義務者の経営不振等によ

るものです。今後とも、分納計画の着実な実行

の確保など、徴収に努力してまいります。

続いて、歳出関係について、決算事業別説明

書により御説明します。

２６３ページをお開きください。臨海工業地

帯建設事業特別会計です。

第１款大分臨海工業地帯建設事業費の第１項

第１目土地造成費の決算額は３３億１，５９２

万４，８９９円となっています。これは、６号

地造成及び県債の償還金等です。

次に、２６４ページを御覧ください。港湾施

設整備事業特別会計です。

第１款第１項港湾施設整備事業費の第１目港

湾施設管理費の決算額は１４億６，１９６万２，

１４４円となっています。これは、上屋や野積

場など港湾施設の維持修繕等に要した経費です。

第２目港湾施設建設費ですが、決算額は５億

１，４００万円となっています。これは、ふ頭

用地の造成などに要した経費です。

砂防課関係分について御説明し亀井砂防課長

ます。

２６５ページをお開きください。第８款土木

費第３項河川海岸費第５目砂防費は、決算額８

３億６，５７９万７，８３６円となっています。

次に、２６６ページを御覧ください。上から

３番目の（公）砂防施設緊急改築事業費ですが、

決算額は１億３，９５４万３千円と、次の２６

７ページの下から４番目の２８年度から繰り越

した２億５，２９５万２千円の計３億９，２４

９万５千円です。

これは、老朽化した砂防施設の土砂災害防止

機能を確保するため、既存施設の改築、補強等

に要した経費です。

都市・まちづ豊田都市・まちづくり推進課長

くり推進課関係分について御説明します。

２６８ページをお開き願います。第２款総務

費第２項企画費第５目土地対策費の決算額は２，

８２６万２，８７７円です。これは、国土利用

計画法に基づく適正な土地利用の促進や指導、

地価調査等に要した経費です。

その下、第７款商工費第３項観光費第２目観

光開発費の決算額は３,９０２万７３３円です。

観光開発費の一番上おもてなし観光案内標識

整備事業費の決算額は２，８２８万２,３５０

円です。これは、大分県を訪れた観光客の観光

イメージの向上を図るため、観光案内標識等を

整備することに要した経費です。

次のページ、２６９ページの一番上、魅力あ

る景観づくり推進事業費の決算額は８２４万６,

１６５円です。これは、展望台等からの眺望を

阻害する樹木の伐採等に要した経費です。

同じページの下段、第８款土木費第５項都市

計画費第１目都市計画総務費の決算額は７,８

１７万６,４２７円です。

都市計画総務費の上から４段目都市政策推進

費の決算額は３,１６２万４,５６０円です。こ

れは、都市計画基礎調査に要した経費です。

次の２７０ページ、第３目街路事業費の決算

額は３２億６,９１６万４,０８０円です。これ

は、庄の原佐野線元町・下郡工区をはじめとす

る街路整備に要した経費です。
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公園・生活排水課関島津公園・生活排水課長

係分について御説明します。

２７２ページをお開きください。第８款土木

費第５項都市計画費第４目都市環境整備費の決

算額は１４億２，７５０万２，５９４円となっ

ています。

上から２番目の公園維持管理費の決算額は１

億２，５２９万５千円です。これは、大洲総合

運動公園及びハーモニーパークの管理業務を指

定管理者へ委託した経費です。

上から３番目の大分スポーツ公園等管理運営

事業費の決算額は４億５，９５７万１，９１６

円です。これは、大分スポーツ公園及び高尾山

自然公園の管理業務を、指定管理者へ委託した

経費です。

建築住宅課関係分について樋口建築住宅課長

御説明します。

２７３ページをお開き願います。第１項土木

管理費の第３目建築指導費の決算額は５７６万

６，２９４円となっています。

そのうち上段の建築基準法等施行事務費の決

算額は３９１万７，９０８円です。これは、建

築基準法による指導監督、許認可に関する経費

や建築審査会の開催等に要した経費です。

公営住宅室関係分について但馬公営住宅室長

御説明します。

２７３ページをお開き願います。

第６項住宅費第１目住宅管理費の決算額８億

４，０４５万４，０８９円のうち、２７４ペー

ジ上から２番目の県営住宅等管理対策事業費の

決算額は５億４，３９６万３，５６９円となっ

ています。これは、管理代行者である大分県住

宅供給公社への管理委託経費や県営住宅の計画

修繕などに要した経費です。

施設整備課関係分について中園施設整備課長

御説明します。

２７５ページをお開きください。第１項土木

管理費第４目営繕費の決算額は３４億４，２５

９万５，８４３円となっています。

事業別には、上から２番目の県有建築物保全

事業費の決算額は１８億８，７５５万１，２２

４円です。これは施設ごとの中長期保全計画に

基づいた県有施設の保全工事及び地方総合庁舎

等の改修工事を行うものです。

２９年度に実施した主な内容としては、国東

総合庁舎の屋上防水、外壁、内部改修工事、総

合文化センターの中央監視設備、舞台機構改修

工事及び別府コンベンションセンターの空調機

等の更新等です。

以上で説明は終わりました。嶋委員長

これより質疑に入ります。

執行部の皆さんに申し上げます。

答弁は挙手し、私から指名を受けた後、自席

で起立の上、マイクを使用し、簡潔・明瞭に答

弁願います。

事前通告が３名の委員から出されていますの

で、まず事前通告のあった委員の質疑から始め

ます。

私からは１点、生活排水処理施設整土居委員

備推進事業、主要な施策の成果の２２４ページ

について伺います。

生活排水処理率が低いと言われている中山間

地域を多く持つ大分県です。この課題を解決す

るためには、やはり合併処理浄化槽の設置が急

務ですが、なかなか進んでいない実情もありま

す。それぞれの市町村では補助事業などもやっ

ているんですけれども、個人負担が多いという

ところでなかなか踏み切れていない現状がある

と思います。ここの対策をどのように考えてい

るのか伺いたいと思います。

生活排水処理施設整島津公園・生活排水課長

備推進事業についてお答えします。

県では、生活排水処理率の向上に向けて、単

独処理浄化槽やくみ取り便槽から合併処理浄化

槽への転換促進を図るため、個人設置費用の約

４割を、国や市町村と一体となって補助してき

たところです。

具体的には、一般的な５人槽の場合、設置費

用は約８３万円で、補助額は３３万円、個人負

担は５０万円となっていました。

さらに、市町村の主体的な取組を支援するた

め、２６年度から県と市町村で２０万円の上乗

せ補助を行う制度を創設し、普及促進を図って

いるところです。これにより、設置費用の６割
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以上が補助金で賄われ、個人負担は８３万円の

うち３０万円となっており、その負担が大きく

軽減されたところです。

加えて、国においては、来年度予算要求の中

で宅内配管の費用についても補助対象とする方

向で検討協議を進めると聞いています。

県としても、こうした動向を注視しながら、

合併処理浄化槽の普及促進に向けて、さらに努

力してまいります。

上乗せの補助もいただいて大変あり土居委員

がたいんですけれども、実際はなかなか進んで

いないのが現状であります。国も、宅内の配管

まで補助対象としようという動きもあります。

この課題解決のために何ができるのか。実際の

ところ、自治体でそれをやっているところもも

うあるんですね。それを踏まえて国の方では検

討しているので、中山間地域のそれぞれの個人

の家庭、単独浄化槽を埋めている家庭の事情を

深く察して、対策をこれからも打っていってい

ただきたいとお願いして質問を終わります。

私は２点質問させていただきます。原田委員

最初に、主要な施策の成果の２３５ページ、

木造住宅耐震化促進事業についてです。

この事業は２９年度で終了していますから、

今年度は住宅耐震化総合支援事業に引き継がれ

ている事業だと思います。

また、さきの第３回定例会でブロック塀等緊

急安全対策関連事業も承認されました。これら

の事業は、本当に今大事な事業だと思いますの

で、積極的に取り組んでほしい事業と考えてい

ます。

ただ、こういった事業については、例えば自

分の家は大丈夫か、もし崩れたら大変だ。また、

ブロック塀に関しては、倒れたりしたら他の人

にけがをさせる場合もある。やっぱりそういっ

た所有者の思いと言うか、善意に基づいた事業

だと思うんですよね。

それに比べて、例えば先日、地区の防災士の

方々と一緒に地区内を回ったんですけど、明ら

かに亀裂のあるブロック塀等があるわけです。

所有者に話をすると、うちは大丈夫だと根拠も

なく言うわけです。今、県や市でもそういった

事業がありますよと言うと、何でそこまで言わ

れないといけないのかと怒る方もいらっしゃる

んですよね。何が言いたいかというと、とりわ

け公道に面している倒壊のおそれのあるブロッ

ク塀や家屋の所有者に対しては、強制的にでも

撤去なりをしてもらわないと安全を守れないと

思っているんですが、そういった対応というの

は、今どう考えているのか、これからどう進ん

でいくかということをお聞きしたいと思います。

続いて、２３６ページの特定建築物耐震化促

進事業についてです。別府にもたくさんのホテ

ルがありますが、こういった事業に関して思い

はあっても、お金がかかるということでなかな

か踏み切れない、それこそこういった事業をす

るんだったら廃業しか考えられないと言われる

方もたくさんいらっしゃるんですよね。だから、

今回、前に比べて補助額も若干アップしていま

すしそういったこともあるでしょうけれども、

この事業を進めるためには根本的な見直しとい

うのがやっぱり必要だと思っているんですが、

今後の方向性をお聞きしたいと思います。

まず、木造住宅耐震化促進樋口建築住宅課長

事業についてお答えします。

旧耐震基準で建てられた住宅の半数近くにブ

ロック塀が設けられているという実態がありま

す。耐震アドバイザーの派遣の際、また耐震診

断や改修を行う際、ブロック塀についても点検

をしていただき、危険なブロック塀については

今回の補助を利用して除去を促していくよう、

アドバイザーである建築士等にお願いしている

ところです。

このほか、住宅の耐震化に限らず、公道に面

するブロック塀についても、学校関係者等と情

報共有して、建築パトロールなどを実施して把

握していく予定です。

その上で、特に危険な塀の所有者に対しては

啓発等を行って補助を利用するなど、除却を促

してまいります。

なお、現時点で１１の市町が補助制度を設け

ており、残る市町村についても事業化を働きか

け、今後とも市町村や建築関係団体と連携して、

特に公道に面するブロックの点検や安全対策に
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取り組んでまいりたいと思っています。

続いて、特定建築物耐震化促進事業について

お答えします。

大規模なホテル、旅館等、特定建築物の耐震

化については、２４棟で事業を計画しています。

熊本地震等の影響もあり、一時的に事業の遅れ

も見られましたが、今年度中に１６棟に達し、

来年度中には、さらに２０棟まで進捗する見込

みとなっています。残る棟も、改修や建て替え

の設計に今年度着手する予定です。

今後とも、それぞれの施設の耐震化計画に沿

って事業が進捗するよう、また着手時期が明確

でない施設についても、所有者からこまめに状

況を聞き取りながら、早期に事業着手できるよ

う支援してまいります。

分かりました。まだ七つの市町村で原田委員

は事業化されていないということですから、ぜ

ひそういった市町村への働きかけをお願いした

いと思います。

１点、さきほど啓発と言われましたけど、例

えばブロック塀が倒れてけがをさせたりしたら、

所有者に管理責任が生じますよというぐらいの

強い啓発と言うか、警告に近いような啓発も必

要じゃないかなと思うんですがいかがでしょう

か。

委員がおっしゃるとおり、樋口建築住宅課長

ブロック塀所有者の管理責任というものもあり

ます。さきほど啓発と申し上げましたが、アド

バイザーにもブロックの構造規定、これについ

てはホームページにも載せていますが、そうい

ったものをお配りしています。また、ひび割れ

の具合なども示していますので、所有者の方に

は、そういう危険性を周知できるものと考えて

います。

２点質問します。一つが、平成２９守永委員

年度一般会計及び特別会計決算事業別説明書の

２４３ページ以降に課ごとにある給与費につい

てです。働き方改革に向けて、８月から時間外

勤務の実態把握と労働時間短縮に向けての指導

が行われていると思いますが、２０１７年度の

時間外勤務時間数については、土木建築部では

１か月の一人当たりが、本庁で２２．５時間、

地方機関でも２２．５時間となっていると総務

部から伺いました。当該年度の実態について、

通常と比較して多いのか少ないのか、状況を教

えていただきたいと思います。

また、通常の年と異なる要因について分析が

されていれば、その状況を教えていただきたい

と思います。

次に、主要な施策の成果２３４ページ、道路

施設補修事業の事業の成果についてです。平成

２８年度で９０％の目標に対して８８．５％の

実績率。平成２９年度で目標９２％に対して９

１．１％の実績率と努力された状況が伺えるの

ですが、いずれの年度も分母の数字に変わりは

ないのか。また、３１年度までに１００％を目

指すとされていますが、達成見込みはどうであ

るか教えてください。

それとさきほどの原田委員の質疑に関連して

一つよろしいですか。（「はい」と言う者あ

り）

さきほどブロック塀の倒壊に関する除去の関

係で、１１市町が補助制度を持っているという

回答でしたけれども、補助制度を用意されてい

ない市町村の名称を具体的に教えていただけれ

ばと思います。

土木建築部の１か月当藤田土木建築企画課長

たりの時間外勤務時間ですが、大きな災害のな

かった平成２６年と２７年の２か年平均で、本

庁は一人当たり２０．５時間、地方機関が１６．

６時間でした。

また、本年度は８月までの時間数で見ますと、

本庁は２０．４時間、地方機関が１８．３時間

です。これらと比較して、平成２９年度の時間

外勤務時間はやはり多かったと把握しています。

また、その要因としては、昨年７月の九州北部

豪雨及び９月の台風第１８号等、大規模な災害

からの復旧作業として多大な時間を要したこと

が主なものと分析しています。

道路施設補修事業のうち、山本道路保全課長

橋梁耐震化事業についてお答えします。

当事業については、平成２６年度から１９２

橋を対象として整備しており、分母に変わりは

ありません。また、今年度は９橋完成する予定
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であり、平成３１年度までに１００％を目指し

て努力してまいります。

各市町村のブロック塀の補樋口建築住宅課長

助制度の状況ですが、大分市、別府市、中津市、

宇佐市の４市が既に補助制度を作っています。

このほか、佐伯市、臼杵市、竹田市、豊後高

田市、杵築市、国東市及び九重町については、

今年度中に整備する予定になっています。それ

から日出町が来年になりますけれども、今年度

中ということで準備をしています。

また、３１年度に向けて準備を行っていると

ころが、日田市、津久見市及び豊後大野市です。

そのほか、検討中というところが残りの３市と

いう状況です。

時間外勤務に関しては、特に土木で守永委員

は災害対応、さらに災害後の復旧まで続くとい

うことでかなり苦労されていると思います。ぜ

ひ健康管理に注意して、働き過ぎて体を壊すこ

とがないように配慮していただきたいと思いま

す。班総括の方も、かなりの事業を抱えながら

班員の調整等もされていると思うんですけれど

も、班総括に対して、部としてその辺りの配慮

はどのようにされているか、分かれば教えてい

ただきたいと思います。また、２０１７年度の

総務部からの報告で、本庁で２２．５時間、地

方機関で２２．５時間と、いずれも同じ数字に

なっているんですけれども、ほぼ均衡している

というのは、例えば本庁から地方への応援若し

くは地方から地方への応援などが行われている

のかどうか。そういったものの成果によるもの

かというのがもし分かれば教えていただきたい

と思います。

また、道路施設補修事業については、ぜひ耐

震化率１００％を目指して努力をお願いしたい

と思います。

それと、ブロック塀の関係は分かりました。

ありがとうございます。

土木建築部では、超勤藤田土木建築企画課長

縮減にあたり、部独自で毎月１１日と１８日を

土木の日としており、それらの中で各所属長か

ら定時退庁を促すようなメッセージをその日の

掲示板に掲示しています。

また、終業時には部長が本庁各課を巡回して、

早期退庁を働きかけています。

災害時の応援体制については、発災時に短期

間ですが、各所属から派遣をしています。また、

昨年度の九州北部豪雨で災害があった日田土木

については３名の過員を、また臼杵土木につい

ても過員職員を配置し、職員の負担軽減を図っ

ているところです。

よく分かりました。守永委員

そういった状況を見ながら過員配置をする。

また、忙しい中でも毎月１１日と１８日を土木

の日と定めて、きちんと休める日を呼びかけて

いくというのは大事ではないかと思いますので、

そういう工夫もしながら健康維持に努めていた

だきたいと思います。

班総括への配慮について答弁漏れが嶋委員長

ありますので、再度の答弁を求めます。

例えば、大分土木事務藤田土木建築企画課長

所においては、昨年度組織改正により道路保全

課を２課に分割し、課長のマネジメントを高め

ることとしました。そういう随時の組織改正を

行いながら、総括の負担軽減も図っているとこ

ろです。

ほかに、事前通告をされていない委嶋委員長

員で質疑がありましたら。

２点について伺います。麻生委員

事業別説明書の２５４ページ、公共水域等放

置船対策事業費として、河川・港湾区域内の放

置船問題を解消するためという記載があります。

条例制定などで取り組んでいただいているのは

よく理解していますが、ここで示す放置船の定

義、大分県行政、そして決算上の定義をどのよ

うに認識しているのか。まずその定義を明確に

お示しいただければと思います。

それは、放置船と言っても県の使用料に伴う

届出をしている、あるいはしていたけれども、

その後の所有者の事情によって放置されている

ものと、届出されていないもの、いわゆる不届

き者が不届け船をというようなものもあると思

うんですね。そういう意味での放置船の定義を

明確にお示しください。

もう１点は、木造建築物の大型化ということ
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で、農林水産部からも県産材あるいは地域材の

活用をと言われていますが、これだけ災害が頻

発している状況にあり、やっぱり山を守るため

には出口が必要である。そういう意味で、木材

をもっと使うためには、木造建築物の専門家が

いるのではないかなと思っています。先日も、

東京大学の有馬名誉教授とじっくりお話をさせ

ていただきましたが、木造に関わる専門家とい

うのが本当にいない中、やっと最近になって少

しずつ育成し始めているということであります。

そういった中で、県庁の中には木造建築物の専

門家、技術者はいらっしゃるのか。また、今後

どう考えていらっしゃるのか伺います。

放置船についてお答えします。後藤河川課長

私は、河川サイドからの回答となりますが、や

はり河川内に届出がなく、長期にわたり係留し

ているものという一般的な見解です。

港湾課サイドの、港湾区域内の野口港湾課長

放置船の解釈についても、河川課と同じく、係

留許可、届出を出さずに係留している船舶、そ

れから廃棄されている船舶等を含めて、放置船

という解釈としています。

まず、県庁の中の木造の専樋口建築住宅課長

門家についてですが、私どもも建築技術の職員

ですが、一般的な行政と技術の両面を持ってい

ます。

職員の中に木造だけをするという部署はあり

ませんが、土木建築部の施設整備課、建築住宅

課及び公営住宅室も含めて、農林水産部と一緒

になって検討を重ねてまいりました。これまで

も、木造推進協議会を立ち上げ、木造建築賞と

いう賞を設けて、その中で一般の木造住宅や木

造建築物等の優秀なものを選定して、一般の方

に紹介をするといった取組もしてきました。

大型の木造建築物については、構造計算が特

殊で専門性も高くなってきます。そういった状

況も踏まえ、現在、農林水産部と一緒になって

構造計算や設計、それから施工、それぞれの人

材をどうやって育成していくのかということを

協議中です。今後それに向けて取り組んでまい

りたいと考えています。

まず、放置船の定義について今説明麻生委員

がありました。ところが決算の中に、届出をし

ていない部分については、数字として出てこな

いんですよね。出てきているのか、出てきてい

ないのか、そこの認識をもう一度説明願いたい

と思います。

それから、木造建築に関してですが、大分県

は他県に比べてもよくやっていただいている。

今、建設中のアリーナ等も木をたくさん使って

いるということで、全国的にも大変評価は高い

と認識しています。今後、森林環境税を導入し

てそういったものを活用しながら、子育て満足

度日本一を目指す中で、幼稚園や保育園といっ

た場所に木のぬくもりを提供するというのは非

常に重要なことになってきます。県庁の中、あ

るいは市町村の中でも、そういった人材を役所

が雇用して育成していくということが大事だろ

うと思いますので、ぜひそのことはお願いして

おきたいと思います。

決算の中では、やはり許可申請野口港湾課長

をしていただいて、係船料が決まっている分が

計上されており、届出のないものについては、

数字的には上がっていないという状況です。

河川課の方も、決算の中では上後藤河川課長

がってきていません。

ここが私は問題だろうと思うんです麻生委員

ね。放置船という部分で、これは監査で十数年

前から指摘をされ続けていることで、問題のす

り替えになっているんじゃないかなと危惧して

います。やっぱり公正公平な受益者負担という

部分、これをしっかりやっていかないといけな

い。あるいは、税の再配分を議論するのが議会

ですので、これは使用料ですからちょっとニュ

アンスが違うかもしれませんが、やっぱり既得

権益者がのさばっているような、こんな不公平

のあるような自治体には住もうと思わない。こ

ういった根本的な問題が出てきているんじゃな

いかと私は思います。また、責任の所在も相変

わらず曖昧であり、これは問題だろうと思うん

ですね。条例を含めてここの部分をしっかりと

取り組む必要があろうかと思います。大分県の

人口は、九州内のどこよりも減っている状況で

す。その根本原因の中にこういった問題もある
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んだという部分を指摘し、引き続きの取組をお

願いします。これは土木建築行政だけの問題じ

ゃない。むしろ、災害で皆さん大変な御苦労を

していらっしゃる中で、県全体として、やっぱ

りこの使用料の現状把握とかいうのは、以前は

滞納を調査したようなこともあるので、そのこ

とを求めて終わります。

通告をしていないため、質問という平岩委員

形にはならないかもしれませんが、住宅供給公

社に関してです。

私は今朝、県営住宅に住んでいらっしゃる方

の思いを伝えるために住宅供給公社に行ってき

ました。県営住宅はたくさんあって、そこに住

んでいらっしゃる方は、やっぱり一人暮らしの

高齢者がとても多いんですね。それと、一人で

子どもを育てていらっしゃるお母さんも多くて、

いろんな苦情、トラブルが起きているんだろう

と。それはきっと他の議員の皆さんもいろいろ

相談を受けていると思うんですけれども、私が

公社へそういった話を伝えたところ、公社の方

も十分把握していて、お互いが共通認識に立つ

ことができました。ただ、問題はそこに住んで

いる人たちが人とつながれない、横のつながり

がなかなかなくて、一人の世界に入り込んでし

まうせいでいろんなものを抱えてしまい、その

不満が出ているんだろうなとも思いました。

これは、公社のする仕事ではないとは思いま

すが、ハード面の拡充もしていきながら、やっ

ぱりソフト面でも何らかの、住民の方が自治力

を身につけることができるような取組も頭に入

れておかなければ、大変なトラブルに発展する

のではないかなと思いました。但馬室長、もし

何か思いがありましたらお伝えください。

単身高齢者については、昨但馬公営住宅室長

今の高齢化により、県営住宅でも増えており、

特に１階を希望する方が多うございます。また、

昭和４０年代、５０年代に建てて老朽化してい

る県営住宅の高層階に住んでいる高齢の方など

の住み替え希望も多くなって、どうしてもコミ

ュニティ内のバランスが崩れかけています。特

に新婚さんや子育て家庭などの若い世代は、民

間住宅への希望があってなかなか県営住宅を遠

慮しているという状況もあります。

高齢者向けのバリアフリー化のほか、今年度

からは子育て改善ということで４階、５階の住

宅の畳の部屋のフローリング化や、部屋のリフ

ォームなど、そういった事業も始めていますの

で、今後そういうコミュニティの形成につなが

るような取組は進めていきたいと思っています。

平岩委員の質問と重なるかもしれま吉岡委員

せんが、２２８ページの（公）県営住宅整備事

業の中のバリアフリー化についてお尋ねします。

バリアフリーの内容で私が一番求めるのは、

高層階に住んでいる人でも楽に住めるようなエ

レベーターの設置ですが、これは非常に費用が

かかるということで難しいと思っています。こ

の事業で言うバリアフリーというのは、今住ん

でいる方たちのトイレの洋式化とか、スロープ

あるいは手すりの設置などかなと思いますが、

具体的なバリアフリー化の内容について教えて

いただきたい。また、バリアフリー化を施した

ところは家賃が上がるのかどうかですね。よく

古い住宅を建て替えると家賃が上がるので、ほ

かに行くしかないという方もいらっしゃるので、

バリアフリー化後の家賃がそのままなのかとい

うこと。そして、この事業の成果として、３８

年度を最終目標としていますが、この目標年度

の３８年度までにどういうところをバリアフリ

ー化することで最終達成になるのか、その内容

を教えていただきたいと思います。

それともう一つ、高齢者は優先的に高層階か

ら１階に移動してもらっているんですけど、そ

のときに、今住んでいる部屋を一応退去と同じ

ような条件できれいに精算して、そしてまた新

しい１階に移ると。そのときの入居条件は、新

規に入居する方と同じ条件なのかなと思ってい

ます。保証人もいるし、最初の資金とかいろい

ろいると思うんですけど、保証人を立てるのも

なかなか難しくなってきていて、高層階から１

階に移りたい人が保証人の関係で移れないとい

うことはないのかなというのをちょっと心配し

ています。そこら辺の考えをお尋ねしたいと思

います。

１点目についてですが、バ但馬公営住宅室長
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リアフリー化の内容については、例えばドアノ

ブからハンドルレバーへの変更、居室、浴室、

洗面、玄関などへの手すりの設置、そのほか、

非常警報装置やインターホンの設置。あとは浴

室の浴槽の高さが高いということで、それを低

い浴槽に交換する。ほかには御自身で設置して

いる方もいらっしゃいますが、給湯器の設置や

交換、シャワー付きの水栓の設置などが主な内

容となります。

家賃の関係についてですが、公営住宅の家賃

については公営住宅法に基準があります。その

基準内で住宅を改修した場合には、住宅の築年

数にもよりますが、過去の例を見ると数百円程

度は家賃が上がっているというのが現状です。

３点目として、３８年度までの目標ですが、

バリアフリー化については既存の高齢者改善事

業と建て替え事業があります。特に新築に建て

替えるという事業が一番このバリアフリー化の

戸数を伸ばすようになっていますので、３８年

度までの計画の中で引き続き建て替え事業と高

齢者改善事業に取り組むよう予定しています。

４点目の保証人の問題については、改正民法

の施行が３２年４月からということではありま

すが、今住んでいる方の住み替えについて、保

証人の関係で住み替えができないという方はい

ないと思っています。どうしても滞納や事故が

あったときなど、何らかの連絡が取れる方がや

っぱり必要だろうということで、保証人につい

ては今後も必要じゃないかと今のところ考えて

います。これについては、また他県状況等も踏

まえて、条例改正の検討もしてまいりたいと考

えています。

保証人の件ですが、保証人になった吉岡委員

家が払えなくなったときに保証人が払わないと

いけなくなる、これが一番保証人にとっては大

きいところなんですね。だけど、例えば今おっ

しゃったように、一人暮らしの方が室内で亡く

なっていたときに、その関係者がいないと勝手

に部屋をあたれないということもあるのかなと

思っています。

住み替えについては、もう随分長く住んでい

た方で希望する方もいらっしゃると思いますの

で、そういった場合は、生死に関することの確

認に対してだけ、何か最後の手続のときだけ保

証人がしてもらえばいいなどという、最後のセ

ーフティネットみたいなことができないのかな

と思っています。

費用負担さえなければ保証人になってもいい

よという方もいらっしゃると思います。これか

らもっと県営住宅に対する高齢者のニーズは高

まっていくと思いますので、安心して住み続け

られるようにということを、これは要望しかな

いと思いますのでお願いしておきます。

施策の成果の２３７ページ、地域の玉田委員

安心基盤づくりサポート事業の基本的な考えに

ついてお伺いします。

先日も台風が来て、そしてまた今もこちらに

近づいてきていますけれども、大規模災害が起

こるかどうかというのは正に時の運という御時

世になってまいりました。平成２年に豊肥水害

が起こったときに、１００年に１回の水害だと

我々は言っていて、その２、３年後にまた起こ

ったときに、前回のは１００年の最後の年で、

今回は１００年の始まりの年だということも冗

談めかして言っていましたけれども、実はその

後、どこでも起こるような状況になっています。

その中で、昨年の台風第１８号の被害が私たち

の地元でもあったんですけれども、それを思い

ながらこの事業を見たときに、特に課題の中で、

ＮＰＯ・ボランティアが継続して活動していけ

るような支援の充実が必要とあります。正にそ

うだと思います。これだけ大規模災害が頻発し

ている中で、集落は高齢化し、市町村も合併で

人が減っている。土木も人が減っている。そう

いう中で、どういうふうに知恵を絞ってやって

いくのか。ここの課題にもあるように、今後の

方向性として集落維持活動が続けられるように

環境改善の継続などがあがっています。具体的

に、これだけ災害が大規模かつ頻発する中で、

もう少し踏み込んで、どういった議論がなされ

ているのか、そのことについてお伺いしたいと

思います。

この事業は、小規模な災害湯地建設政策課長

を想定した初動対応などが対象になっています。
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そういう中でもかなり高齢化して、地域コミュ

ニティの維持管理ができないものについて応援

をしているところです。まずその資機材の準備

や、ものによっては職員が最初に行ってお手伝

いをするとか、それでもできないものは業者に

外注をするという形で取り組む事業になります。

ただやはり委員がおっしゃるように大規模災害

が頻発する中で、地域の維持管理や安全、安心

の確保というのはなかなか大変な部分ですので、

引き続き地域の方と一緒になって考えていきた

い。必要な予算については継続して要求をして

まいりたいと考えています。

通告しなかったので、少し議論を深玉田委員

められませんけれども、昨年の台風第１８号の

ときには、やはり集落単位で歩いていくと、小

さいユンボでもいいから、そういったものが集

落にあると使える人がいるからいいんだがとい

った本当に不安な声もいただきました。

一方で、県はネットワーク・コミュニティと

いうことを掲げて、それぞれの集落単位でしっ

かりと最後まで住める基盤を作るんだという方

向で今やっているわけですから、とてもこの事

業は大事だと思います。今後も議論を深めて、

そして大きな災害はまだ無理にしても、それぞ

れの災害について、それぞれの集落で初動の対

処ができるようにしてほしいと思います。要望

に代えます。よろしくお願いします。

ほかに委員の質疑はありませんか。嶋委員長

〔「なし」と言う者あり〕

では、委員外議員で質疑がありまし嶋委員長

たら。

一言お礼も含めて申し上げ古手川委員外議員

ます。

先週の台風被害の中で、私の地元の津久見川

はあと５０センチメートルまできました。私も

自宅がすぐ近くなので超えたらやばいなと思っ

ていましたが、河床掘削してもらっていたおか

げだと思っています。

２９年度の予算を踏まえて、３０年度に大幅

に予算を増加していただき、そして時期も繰り

上げてという形で取り組んでいただいたおかげ

だと、非常に感謝しています。

ただ、確か年間４０か所ぐらいだったと思い

ますので、１２土木事務所で３か所から４か所

です。ぜひこれを来年度は５か所から６か所に。

そうしますと、３年ぐらいのローテーションで

かなりの地域の河川が対応できると。河床掘削

は即効性があることを本当に身をもって実感し

たので、その辺を要望させていただきたいと思

います。

そして、さきほどから守永委員のお話のよう

に、働き方改革の中で土木の職員の皆さんの状

況は大変だと思いますが、中堅から若手の人に

とっては、なかなか経験ができない非常にいい

経験をされていると思っています。現場の中で

土木の業者の皆さんといろんな会話をしながら、

改良をしながら、何とか年度内にという工夫を

していただいている事例を数多くお伺いしてい

ます。非常にいいことだと思います。大変です

が、１２土木事務所が地域に密着して、ぜひ年

度末に向けて一丸で乗り切っていただきたいと

思います。どうぞよろしくお願いします。

ほかに質疑がありましたら。嶋委員長

災害が起こって、そのたびに復興予近藤委員

算を組むのは大変だと思います。いかに未然に

災害を防ぐかということが非常に大事だと思っ

ています。

私どもの由布市の湯布院町は大分川の一番源

流ですが、日出生台演習場の関係で防衛予算を

使わせていただいて、民生安定事業とか障害防

止対策事業で約６０億円かけて河川改修をやっ

ています。昨年、固定堰を取り払って２メート

ル河床を下げたことによって、少々雨が降って

も盆地が水につからなくなりました。一旦降る

と盆地の中は水浸しになるのが常態であったわ

けですが、そういうこともなくなりまして、非

常に住民の皆さんが喜んでいます。

こうした県費を使わない事業もあるわけです

から、こういうのもやっぱり積極的に取り入れ

て、災害防止をやっていただきたいなと思って

います。

それにつけても、演習はするな、金だけは出

せというわけにはいきません。やはり私どもの

まちは日出生台演習場と共存共栄の関係でやっ
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てきたわけであります。大分川の改修をするま

では、湯布院のまちなかは、本当に一雨降れば

水があふれていたわけですけど、河川の大改修

をやったことで川幅も非常に広くなり河床も下

がったものですから、水害が起きにくくなりま

した。

そういうこともあり、そういった予算をこれ

からも積極的に活用していただきたいと思いま

すので、よろしくお願いします。

答弁を求めますか。嶋委員長

部長の答弁をいただければありがた近藤委員

いです。

事前防災を含めて、この度阿部土木建築部長

重なる災害にどう対応していくかというのは、

大変大きな課題として考えています。このため

には、委員がおっしゃったような防衛予算も含

めて、ありとあらゆる事業を模索し、取り入れ

ながら、一歩でも事前防災が進むように取り組

んでまいりたいと思います。また、事業の効果

がすぐに出るものも含めて、我々はそういった

アピールもしながら予算を多方面から獲得する

努力もこれからしっかりやっていかなければい

けないと改めて感じています。

ほかに質疑はありませんか。嶋委員長

〔「なし」と言う者あり〕

それでは、本日の質疑等を踏まえ、嶋委員長

全体を通して、委員の皆さんから何か質疑はあ

りませんか。（挙手する者あり）

さきほどの吉岡委員の質疑但馬公営住宅室長

に関し、バリアフリー化により家賃が上がる件

について答弁を修正します。

給湯器を設置した場合には家賃が上がります。

中には、給湯器を自分で設置して、もう設置を

しなくてもいいという場合もあり、給湯器を県

が設置した場合には家賃が上がるということで

す。

全体を通して何か質疑はありますか。嶋委員長

〔「なし」と言う者あり〕

ほかに特別にないようですので、こ嶋委員長

れで質疑を終わります。

それでは、これをもって土木建築部関係の審

査を終わります。

執行部の皆さんはお疲れさまでした。

これより内部協議に入りますので、委員の方

はお残りください。

〔土木建築部、委員外議員退室〕

それではこれより内部協議に入りま嶋委員長

す。

さきほどの土木建築部の審査における質疑等

を踏まえ、決算審査報告書を取りまとめたいと

思いますが、特に、指摘事項や来年度予算へ反

映させるべき意見・要望事項等がありましたら

お願いします。

さきほどの質疑での放置船の定義の麻生委員

やりとりの中で、届出をしていない船の使用料

が決算の中に出てきていないという実態が判明

しました。この部分について、届出をしていな

い船の実態の見える化をしっかりして対処をす

ることを求めていただくことを意見として申し

述べます。

二人の方から要望が出ました河床掘土居委員

削です。とても有効な事業ですので、ぜひ盛り

込んでいただきたいと思います。

ほかにありませんか。嶋委員長

〔「なし」と言う者あり〕

それでは、麻生委員、土居委員から嶋委員長

いただきました御意見、御要望及び本日の審査

における質疑を踏まえ、審査報告書案として取

りまとめたいと思います。

詳細については委員長に御一任いただきたい

と思いますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

それでは、そのようにいたします。嶋委員長

以上で土木建築部関係の審査報告書の検討を

終わります。

暫時、休憩します。

午前１１時４１分休憩

午後 １時００分再開

休憩前に引き続き、委員会を開鴛海副委員長

きます。

これより、農林水産部関係の審査を行います。

執行部の説明は、要請した時間の範囲内とな
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るよう要点を簡潔明瞭にお願いします。

それでは、農林水産部長及び関係課長の説明

を求めます。

それでは、一般会計及び特中島農林水産部長

別会計決算事業別説明書の１７３ページをお開

きください。

平成２９年度一般会計歳出決算のうち、農林

水産部関係分について御報告します。

上段一般会計の一番下、歳出合計欄を御覧く

ださい。

平成２８年度からの繰越しを含めた予算現額

は、左から２列目にあるように７４３億５，８

９３万８千円となっており、支出済額はその右

側４８０億２，７８９万５，３２３円です。翌

年度繰越額は２３１億９，２２６万６千円とな

っており、そのうち７億４，３６７万８千円に

ついて事故繰越しを行っています。これは農業

農村整備事業などの６事業において、昨年の災

害の影響により技術者や資材が不足したこと、

被災箇所の復旧を優先したことなどにより、年

度内の完成が困難となったことから再度の繰越

しを行ったものです。また、その右の不用額は

３１億３，８７７万６，６７７円となっていま

す。

不用額の詳細や特別会計については、各課別

の決算状況とあわせて後ほど担当課長から御説

明します。

続いて、決算特別委員会審査報告書に対する

措置状況報告書の７ページをお開きください。

昨年度の決算特別委員会の審査報告書に対す

る措置状況を御報告します。

まず、農業改良資金の収入未済の解消につい

てです。

農業改良資金は、平成２２年度の法改正によ

り、貸付機関が日本政策金融公庫に移管されて

おり、平成２３年度から一般会計において債権

を管理しています。

２９年度は滞納者１３名に対し、返済協議を

重ね滞納解消に努めた結果、元金約２６９万円

の収入未済額を回収しました。

今後も関係機関と連携しながら督促などを行

い、長期滞納額の縮減と滞納者数の減少を図る

とともに、新たな滞納の発生を防止して収入未

済額の縮減に努めてまいります。

次に、８ページをお開きください。沿岸漁業

改善資金の収入未済の解消についてです。

２９年度は滞納者３名に対し、返済方法の協

議等を重ね滞納解消に努めた結果、元金４０万

円の収入未済額を回収しました。

農業改良資金と同様、今後も関係機関と連携

しながら督促などを行い、収入未済額の縮減に

努めてまいります。

次に、１６ページをお開きください。

「おおいた豊後牛」流通促進対策の強化につ

いてです。

昨年の全国和牛能力共進会での内閣総理大臣

賞受賞という好成績を受け、「牛は豊後が日本

一」フェアや羽田空港での看板設置などＰＲ強

化に取り組みました。

この結果、取扱店舗が県内外で新たに３２店

舗増加し、２５６店舗が取扱認定店となりまし

た。本年度は既に３２店舗増加の２８８店舗と、

昨年を上回るペースで推移しています。

また、昨年度から都市部の情報発信拠点とし

て、おおいた豊後牛を専門に扱うサポーターシ

ョップの認定制度をスタートさせました。大変

好評を博しており、県外取扱量は前年比１４６

％と順調に増加しています。

しかし、全国的にはまだまだ認知度不足の状

況であることから、全共日本一を追い風に、全

国的なブランドへと飛躍させるため、流通業者

や生産者等と一体となり、新たなリーディング

ブランド「おおいた和牛」を先月４日に立ち上

げました。

今後は、この「おおいた和牛」を中心に、東

京や大阪などの大消費地でのＰＲイベントや大

手飲料メーカーとのタイアップ、ＳＮＳを活用

した情報発信などを大々的に行いながら、認知

度向上を図ってまいります。

こうした取組により、全国に通用するブラン

ドへと押し上げ、さらなる販路開拓や流通拡大

に努めてまいります。

次に、平成２９年度における主要な施策の成

果各部評価結果一覧表の１２ページをお開きく
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ださい。

主要な施策の成果について御報告します。

農林水産部関係分としては、１２ページから

１４ページにかけて５３事業を記載しています。

まず、１評価結果総括表の一番上、総合評価

を御覧ください。

活動指標と成果指標の達成度合いによる評価

をまとめており、Ａが４４事業、Ｂが４事業、

Ｃが１事業、Ｄ及びＥは該当なしとなっていま

す。なお、評価区分が空欄となっている３事業

は、評価対象外の公共事業であります。

次に、三つ下の今後の方向性を御覧ください。

継続・見直しが４６事業、終了が３事業とな

っています。

その下の２個別事業一覧表では、事業ごとの

評価をまとめており、本日は、重点的に取り組

んだ事業を中心に、平成２９年度における主要

な施策の成果により御説明します。

それでは、１７９ページをお開きください。

農林水産物輸出需要開拓事業です。

１現状・課題、目的です。この事業は、海外

市場を取り込むため、相手国の拡大、品目の拡

大、現在取引のある品目の取引量拡大の三つを

基本戦略とし、輸出拡大に取り組むものです。

２事業内容です。輸入業者のニーズに応じた

商品戦略の展開を行ったほか、日本食レストラ

ンでのフェア開催やＳＮＳを活用した情報発信

に取り組みました。

３事業の成果です。農林水産物の輸出額１９

億円の目標に対し、実績は２１億４千万円と目

標を上回っています。業務用需要の高い香港向

けの乾しいたけなど、多くの品目で前年度実績

を上回ったこと、また、輸出解禁国や未開拓国

への販路も実現したことから、初めて２０億円

を超える過去最高の輸出額を記録しました。

４今後の課題と方向性等ですが、継続・見直

しとしています。専門商社やバイヤー等との連

携を強化しつつ、現地消費者のニーズに応じた

販売促進、生産園地の登録や防疫対策をはじめ

とする輸出国の規制に対応できる事業者の育成

などにより、さらなる輸出の拡大に取り組んで

まいります。

次に、１８３ページをお開きください。有機

農産物生産流通拡大推進事業です。

１現状・課題、目的です。この事業は、有機

農産物に対する量販店等の大口ニーズに対応で

きるよう、県内の安定供給体制の構築に取り組

むものです。

２事業内容です。定期配送等の流通モデルの

実証や先進的有機農業者を核とした出荷組織の

グループ化を支援するとともに、消費者へのＰ

Ｒ活動などに取り組みました。

３事業の成果です。有機ＪＡＳ認定圃場面積

の実績は３００ヘクタールとおおむね目標を達

成しました。これは、グループ化や栽培技術の

研修等により生産体制を確保したほか、生産者

の有機ＪＡＳ認証取得への意欲が高まり、既存

有機農業者の規模拡大に加え、認証を取得した

農業者が９９人から１０５人へと増加したこと

によるものです。

４今後の課題と方向性等ですが、継続・見直

しとしています。収量が落ち込む夏場・冬場の

生産体制の強化や今後のインバウンド需要を取

り込むため、ホテルや旅館など宿泊施設とのマ

ッチングにも取り組んでまいります。

次に、１８８ページをお開きください。米政

策転換対応型水田畑地化推進事業です。

１現状・課題、目的ですが、この事業は、米

の消費量が年々減少する中、水田の畑地化によ

り、米から高収益な園芸品目への転換を進める

ものです。

２事業内容です。農地の出し手と受け手との

マッチングの基礎となる担い手情報の収集・整

理や農地の出し手に対する交付金の支援などに

取り組みました。

３事業の成果です。水田畑地化による園芸品

目の導入面積は、４０ヘクタールの目標に対し

て実績は６６ヘクタール、１６５％の達成率と

なっています。

４今後の課題と方向性等ですが、継続・見直

しとしています。園芸品目の導入面積５００ヘ

クタールの目標達成に向けて、団地に適したま

とまりのある農地を確保するため、水田と畑地

の圃場のゾーニングにも取り組みます。
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次に、１９０ページをお開きください。肉用

牛生産基盤拡大支援事業です。

１現状・課題、目的ですが、この事業は、肉

用牛の生産基盤を強化するため、繁殖雌牛の導

入や肥育素牛預託制度の実施を支援するもので

あります。

２事業内容です。大分県畜産公社が行う肥育

素牛預託制度の原資を貸し付けるとともに、繁

殖雌牛の増頭経費の助成については、７歳未満

の経産牛も対象に加えて実施しました。

３事業の成果です。繁殖雌牛の飼養頭数は減

少の一途をたどっていましたが、おおむね目標

を達成しており、３０年度には１０年ぶりに増

加に転じる見込みです。また、肉用牛は枝肉価

格の上昇や肥育牛の飼養頭数が増加したことも

あり、産出額は３年連続で増加しました。

４今後の課題と方向性等ですが、継続・見直

しとしています。「おおいた和牛」の展開を踏

まえた増頭対策を進め、生産基盤の強化やブラ

ンド力の向上にしっかりと取り組みます。

次に、１９５ページをお開きください。木材

生産コスト低減推進モデル事業です。

１現状・課題、目的ですが、この事業は、既

存作業道をトラックの通行を可能にするための

改良や小型のタワーヤーダによる新たな作業シ

ステムの導入により生産性の向上を図るもので

あります。

２事業内容です。こうした既存作業道の改良

等を県内各地でモデル事業として実施しました。

３事業の成果です。主伐生産性は、１人日当

たり平成２８年度の県内平均８．７立方メート

ルに対し、モデル事業の実施地では１６．９立

方メートルとなり、作業道の改良等が生産性の

向上とコスト削減に有効であることが分かりま

した。

４今後の課題と方向性等ですが、継続・見直

しとしています。３１年度にかけて、さらに実

証データを蓄積・分析し、こうした主伐生産性

を高める取組を全県展開していきます。

次に、１９８ページをお開きください。しい

たけ増産体制整備総合対策事業です。

１現状・課題、目的ですが、この事業は、２

０年連続で日本一となった乾しいたけを中心に、

日本一の大分しいたけの品質向上や増産を図る

ものであります。

２事業内容です。人工ほだ場などの生産施設

の整備や原木搬出のための簡易作業路の開設を

支援しました。

３事業の成果です。原木伏込量の実績は１万

２５５立方メートルとおおむね目標を達成しま

した。２９年度から開始した原木生しいたけの

京都出荷についても目標の６．４トンを達成し

ました。

４今後の課題と方向性等ですが、継続・見直

しとしています。乾しいたけ、生しいたけ共に

品質を確保し、また、市場が求める量を安定的

に出荷できるよう生産体制を整備していきます。

次に、２００ページをお開きください。県産

水産物流通拡大推進事業です。

１現状・課題、目的ですが、この事業は、戦

略魚種の販路拡大とブランド確立を図るととも

に、県産魚の消費拡大に取り組むものです。

２事業内容です。都市圏での販路開拓や量販

店などでのフェアを実施するとともに、毎月第

４金曜日の「おおいた県産魚の日」を中心とし

た魚食の普及活動などに取り組みました。

３事業の成果です。かぼすブリ・かぼすヒラ

メの取扱店舗数は、目標の１１５店舗を達成す

ることができました。

４今後の課題と方向性等ですが、継続・見直

しとしています。引き続き、戦略魚種を中心と

した県産水産物の販売促進に取り組んでまいり

ますが、特に実需者ニーズが高く、さらなる拡

大が見込まれるブリフィレの一次加工を推進し

ていきます。

次に、２０１ページをお開きください。ヒラ

メ陸上養殖生産振興事業です。

１現状・課題、目的ですが、この事業は、戦

略魚種である養殖ヒラメの販路拡大と生産性の

向上を図るため、クドア食中毒の防止対策の強

化や生産コスト削減に向けた取組を実施するも

のです。

２事業内容です。緑色ＬＥＤを活用し、ヒラ

メ養殖現場での生産試験により、成長促進効果
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と生産コスト削減効果を検証しました。また、

食中毒防止に向け、新たに開発されたクドア簡

易検査キットによる安全強化対策を実施しまし

た。

３事業の成果です。簡易検査キットの導入に

より、従来１時間要していた検査時間が１５分

まで短縮することとなり、出荷時の簡易検査導

入率は１００％と目標を達成しました。

４今後の課題と方向性等ですが、継続・見直

しとしています。引き続き緑色ＬＥＤを活用し

たヒラメ養殖生産コストの削減対策や簡易検査

キットによる管理手法等により養殖ヒラメの競

争力強化を図ってまいります。

次に、２０６ページをお開きください。ＵＩ

Ｊターン就農者拡大対策事業です。

１現状・課題、目的ですが、この事業は、Ｕ

ＩＪターンによる新規就農者を確保するため、

就農を希望者する都市圏在住への情報発信等を

行うものです。

２事業内容です。県内外で就農相談会を計６

３回開催したほか、移住希望者向け雑誌で就農

支援施策等の情報発信を行いました。また、県

外から元気な中高年層を呼び込むため、移住就

農予定者に対する給付金制度を創設しました。

３事業の成果です。県外からの新規就農者数

は４４人となり目標を達成しました。これを含

め、平成２９年度の県全体の新規就農者数は、

過去最高となる２３７名となりました。

４今後の課題と方向性等ですが、継続・見直

しとしています。今年度、大分県移住サイト

「おおいた暮らし」に、移住就農した新規就農

者の事例や就農支援策を紹介する専用ページを

開設しました。引き続き、一人でも多くの新規

就農者を確保できるよう取り組んでまいります。

次に、２１１ページをお開きください。集落

営農構造改革対策事業です。

１現状・課題、目的ですが、この事業は、集

落営農法人の経営基盤を強化するため、高収益

な園芸品目の導入などを支援するとともに、地

域農業を総合的に担う、地域農業経営サポート

機構を育成するものであります。

２事業内容です。サポート機構については、

運営費の一部を助成したほか、新たに杵築市、

中津市で機構の設立を支援しました。また、集

落営農法人の規模拡大や園芸品目導入等に必要

な機械施設などの整備を支援しました。

３事業の成果です。サポート機構が調整役と

なり広域エリアをカバーできる体制が４地域で

構築されたことや集落営農法人の体制強化など

により、担い手不在集落数は１,５９８となり、

目標を上回りました。

４今後の課題と方向性等ですが、継続・見直

しとしています。集落営農における園芸品目の

技術定着を早期に図るため、先進農家等を濃密

指導員として設置するとともに、サポート機構

についても、安定的な経営基盤づくりを引き続

き支援していきます。

次に、２１６ページをお開きください。鳥獣

被害総合対策事業です。

１現状・課題、目的ですが、この事業は、野

生鳥獣による農林業被害を軽減させるため、狩

猟者確保対策、予防・集落環境対策、捕獲対策、

獣肉利活用対策の四つの対策を実施するもので

す。

２事業内容です。防護柵の設置に対する助成

をはじめ、イノシシなどの捕獲報償金の支給、

鳥獣害対策アドバイザーの養成、狩猟者育成セ

ミナー等を実施しました。

３事業の成果です。鳥獣による農林業被害額

２億４千万円の目標に対し、実績は１億９，５

００万円と、３０年ぶりに２億円を下回りまし

た。

４今後の課題と方向性等ですが、継続・見直

しとしています。狩猟免許申請等に係る手数料

などの免除や若者や女性等を対象としたセミナ

ー開催など、狩猟者の確保対策に取り組むとと

もに、集落ぐるみでの被害対策の促進や捕獲報

償金の活用による捕獲圧の強化を進めてまいり

ます。

次に、２１９ページをお開きください。野生

鳥獣食肉等利活用推進事業です。

１現状・課題、目的ですが、この事業は、捕

獲したイノシシ等のジビエ利活用を促進するた

め、処理加工施設の体制強化などに取り組むも
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のです。

２事業内容です。処理加工施設の衛生管理の

強化に必要な金属探知機などの設備導入を支援

しました。

３事業の成果です。処理加工施設の解体処理

量は大きく増加し、目標を達成しました。一方

でシカ皮の活用に向け、乾燥施設の整備を予算

化していましたが、加工事業者の商品開発の遅

れにより、需要が見込めず導入が進みませんで

した。

４今後の課題と方向性等ですが、終了として

います。本年３月、本県は全国１７か所のジビ

エ利用モデル地区の一つとして選定されました。

この指定に基づく国からの交付金を活用し、処

理加工施設の新設、規格や品質表示等の統一、

県内外でのＰＲ活動等の強化等に取り組みます。

続いて、平成２９年度行政監査・包括外部監

査の結果の概要の３ページをお開きください。

まず、２９年度の行政監査の結果について御

報告します。

農林水産部関係では改善事項が５項目ありま

す。本日はその中から、１項目について御説明

します。

一番上の１（２）イの公用車の定期点検につ

いてです。

内容は、農林水産部で管理する公用車のうち、

一部において道路運送車両法に基づく定期点検

を実施していなかったものです。指摘を受け、

時期に応じて適切な点検を行うよう徹底してい

ます。

次に、包括外部監査の結果についてです。

１９ページをお開きください。

農林水産部関係では改善事項が５項目ありま

す。このうち１項目について御説明します。

一番上の企業等農業参入推進事業についてで

す。

内容は、事務事業評価において、成果指標で

ある農業参入企業件数の目標に対して、活動指

標である面談企業数の目標の設定が実態に沿っ

ていないことから、実態に応じた適切な目標値

に設定するよう指摘をいただいたものです。

これを受け、直近３か年の実績を加味した目

標値となるよう見直しを行ったところです。

私からの説明は以上です。引き続き各種の決

算状況について、担当課長から御説明します。

平成２９年度の決算の安藤農林水産企画課長

状況について御説明します。

まず、決算附属調書により農林水産部関係の

決算状況を一括して御説明します。

５ページをお開きください。歳入決算額の予

算に対する増減額です。

左の科目欄の３番目、農林水産業費国庫補助

金の減１３１億７，９５４万８，４３３円です。

これは、増減理由欄の上から４番目、産地パ

ワーアップ推進費補助金など、国の補正予算関

連事業の繰越しに伴い、２９年度の国庫補助金

が減収になったことなどによるものです。

次に、１１ページをお開きください。

科目欄の一番下、貸付金元利収入のうち、農

林水産部関係の主なものは、減収となったもの

のうち、１２ページの一番上、木材業経営安定

資金貸付金分１億３，７９５万５円をはじめ、

貸付実績が見込みを下回ったことなどによるも

のです。

同じく１２ページの科目欄の一番下、雑入の

減収となったもののうち、１３ページの上から

３番目、畜産振興課所属９億５，６１３万９，

８９４円をはじめ、補助金の繰越しなどによる

ものです。

続いて１８ページをお開きください。不用額

です。

科目欄の中段、農業費のうち２番目の農業振

興費２億１，８９５万１，７３９円については、

農業金融対策事業の貸付金などが見込みを下回

ったことによるものです。

その下、畜産業費のうち２番目の家畜保健衛

生費１億７，０９０万１，１１０円は、口蹄疫

や鳥インフルエンザなどの家畜伝染病の発生が

なかったため不用となったものです。

科目欄の下段、林業費のうち一番上の林業振

興指導費２億２，８７９万５，５９８円につい

ては、木材産業経営安定推進事業における貸付

実績の減などによるものです。

２４ページをお願いします。収入未済額です。
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科目欄の下段、貸付金元利収入のうち課名欄

の下から２番目、団体指導・金融課２，０４６

万５，６３５円及び２５ページの科目欄、違約

金及び滞納利息の団体指導・金融課４，７１８

万４，４０３円は、農業改良資金の納入義務者

の経営不振等により滞納となっているものです。

収入未済額については、引き続き関係機関と連

携しながら督促などを行い、縮減に努めてまい

ります。

次に、特別会計に関する決算状況を御説明し

ます。

５０ページをお願いします。歳入決算額の予

算に対する増減額です。

科目欄の上段括弧書きの県営林事業特別会計

のうち、不動産売払収入３，８８２万２，６３

８円については、立木の売払収入が見込みを上

回ったことによるものです。

次に、５１ページです。不用額です。

科目欄中段の括弧書き林業・木材産業改善資

金特別会計のうち、林業・木材産業改善資金６

億３，０９７万円及びその下の括弧書き沿岸漁

業改善資金特別会計５億７，０５１万３千円は、

貸付実績が見込みを下回ったことによるもので

す。この不用額は繰り越して、翌年度の貸付金

等の財源としています。

科目欄下段の括弧書き県営林事業特別会計の

伐採事業費９６０万７，８８０円については、

伐採で得た収入を分収割合により精算金として

土地所有者に交付する分収交付金が、見込みを

下回ったことによるものです。

次に、５３ページをお開きください。収入未

済額です。

科目欄下から２番目の括弧書き林業・木材産

業改善資金特別会計の貸付金元利収入２６６万

円及びその下の雑入５１８万４，１４５円並び

にその下の括弧書きの沿岸漁業改善資金特別会

計の貸付金元利収入１，５０１万５千円及びそ

の下の雑入５２５万円は資金借受者の経営不振

や倒産等により滞納となったものです。

以上、農林水産部関係の決算状況です。

続いて、決算事業別説明書により歳出関係の

主な事業について関係課から御説明します。

まず、農林水産企画課の決算状況についてで

す。

１７５ページをお開き願います。歳出関係の

主な事業について御説明します。

第２目農業振興費の事業説明欄の一番下、農

業施設等復旧支援事業費６,９３９万６千円で

す。これは、九州北部豪雨・台風第１８号によ

り被災した地域の農業経営の持続を図るため、

損壊した園芸施設等の復旧経費の支援を行った

ものです。

団体指導・金融課関田邉団体指導・金融課長

係の決算の状況について御説明します。

１８０ページをお開きください。林業・木材

産業改善資金特別会計の下段、木材産業等高度

化推進資金貸付金５億２，１００万円です。

これは木材の生産又は流通を担う事業者が、

事業の合理化を図る場合等に利用できる短期運

転資金を貸し付けるため、必要な資金を融資機

関に預託したものです。

地域農業振興課関係太郎良地域農業振興課長

の決算の状況について御説明します。

同じ資料の１８７ページをお開きください。

第９目園芸振興費のおおいた味力発信・地産地

消推進事業費１２１万８，５６０円です。

これは、消費者参加型の地産地消運動を推進

するため、大手コンビニエンスストアと協力し、

県内高校生・大学生を対象とした商品開発コン

テストを実施し、若年層に対する意識啓発と県

産農林水産物の利用促進を図ったものです。

新規就業・経小関新規就業・経営体支援課長

営体支援課関係の決算の状況について御説明し

ます。

資料の１９２ページをお開きください。第２

目農業振興費の事業説明欄のうち上から４番目、

農業次世代人材投資事業費４億７，２５４万１，

３０５円です。

これは、就農前の研修段階及び経営の不安定

な就農初期段階の次世代を担う農業者に対して、

就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、農

業次世代人材投資資金を交付したものです。

農地活用・集落加藤農地活用・集落営農課長

営農課関係の決算の状況について御説明します。
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資料の１９８ページをお開きください。下段

の第１目農地総務費のうち事業説明欄の上から

３番目、農地集積・集約化推進事業費７,５５

５万７千円です。

これは、農地集積に取り組む農業者が、農地

中間管理事業を活用して新規に利用権設定をし

た農地に対して、交付金を交付したものです。

おおいたブラ後藤おおいたブランド推進課長

ンド推進課関係の決算の状況について御説明し

ます。

２０１ページをお開きください。第９目園芸

振興費のうち一番上、卸売市場施設整備事業費

７，６００万１千円です。

この事業は、青果物の安定供給を図るため、

佐伯青果卸売市場協同組合が佐伯市内の老朽化

した三つの民営卸売市場を統合し、佐伯市に新

設する卸売市場の整備を支援したものです。

畜産振興課関係の決算状況河野畜産振興課長

について御説明します。

２０５ページをお開きください。第２目畜産

振興費の事業説明欄の一つ目の項目、全国和牛

能力共進会対策事業費２，７２７万９，９９６

円です。

これは、第１１回全国和牛能力共進会に向け

て、出品牛の飼育管理指導等の実施や輸送費等

を助成したものです。

農村整備計画課関係の加藤農村整備計画課長

決算状況について御説明します。

２０９ページをお願いします。第１目農地総

務費の事業説明欄の上から２番目、国土調査事

業費６億２，２３０万５００円です。

これは、大分市ほか１２市町において地籍調

査を実施したもので、平成２９年度末の進捗率

は６２．３％となっています。

農村基盤整備課関係の決堤農村基盤整備課長

算の状況について御説明します。

資料の２１２ページをお開きください。第３

目土地改良費のうち事業説明欄の上から２番目、

農業水利施設保全合理化事業費１８億１，５６

３万６，５５５円です。

これは、野津地区ほか３５地区において老朽

化した農業水利施設の機能診断、補修、更新及

び新設により、施設の長寿命化を図ったもので

す。

林務管理課関係の決算状況諏訪林務管理課長

について御説明します。

資料の２１６ページをお開きください。下段

の第２目林業振興指導費の事業説明欄の一番上、

林業再生県産材利用促進事業費１億６，３１６

万円です。

これは県産材の需要拡大と原木の流通・加工、

製品流通における低コスト化を促進するため、

原木流通体制の整備や木材加工施設の規模拡大、

大径材活用に向けた体制整備などに対して支援

したものです。

森林保全課関係の決算の状樋口森林保全課長

況について御説明します。

２２１ページをお願いします。下段の第２目

林業振興指導費のうち一番上、荒廃人工林緊急

整備事業費４億５，４８２万６，２００円です。

これは、適正な管理が行われていない森林を

健全な状態に誘導するため、間伐や更新伐など

の森林整備に対し、費用の助成を行ったもので

す。

漁業管理課関係の決算の状岡田漁業管理課長

況について御説明します。

２３０ページをお願いします。下段の第２目

水産振興費のうち、上から２番目の低水温期発

生型赤潮対策強化事業費７６３万円です。

これは、魚類養殖業者の経営安定化に向け、

低水温期に発生する赤潮プランクトンの発生源

分布の調査及び養殖場へ流入する気象・海象条

件等の調査を行ったものです。

水産振興課関係の決算の状景平水産振興課長

況について御説明します。

２３４ページをお開きください。第２目水産

振興費のうち上から２番目、水産資源回復強化

事業費５，９７９万７７１円です。

これは、新たな保護区の設定など資源管理措

置を徹底するとともに、漁業者に対して種苗法

流の支援を行ったものです。

漁港漁村整備課関係の中村漁港漁村整備課長

決算の状況について御説明します。

２３８ページをお開きください。第７目漁港
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建設費の下から４番目、水産物供給基盤機能保

全事業費４億５，８５４万９千円です。

これは、漁港施設の長寿命化を図るため、蒲

江漁港ほか５か所の県管理漁港及び佐志生漁港

ほか１１か所の市管理漁港の機能保全工事を実

施したものです。

以上で説明は終わりました。鴛海副委員長

これより質疑に入ります。

執行部の皆さんに申し上げます。

答弁は挙手し、私から指名を受けた後、自席

で起立の上、マイクを使用し、簡潔・明瞭に答

弁願います。

事前通告が４名の委員から出されていますの

で、まず事前通告のあった委員の質疑から始め

ます。

ため池等整備事業、主要な施策の成土居委員

果１７０ページです。防災ダム事業やため池等

整備工事、危険ため池緊急整備工事の事業が上

がっていますが、決算額が予算額に対して大き

く下回り、予算額に届いていないという状況が

あります。大変厳しい状況ということは察する

んですけれども、その現状について伺います。

２９年度決算１９億２６堤農村基盤整備課長

４万６千円について、その数字をまず御説明し

たいと思います。

平成２９年度一般会計及び特別会計決算事業

別説明書２１４ページの上から三つの項目の事

業別決算額それぞれの合計が１９億２６４万６

千円になります。これに対して、予算の合計が

３３億８，４８０万３千円となります。その差

１４億８，２１５万７千円が生じています。こ

れについては、まず国の平成２９年度補正予算

受入れに伴う翌年度への繰越し、このページの

右の括弧書きで、翌年度繰越額それぞれ三つの

数字がありますが、その合計が１０億２，２２

０万２千円となっています。また、その他は、

補正予算に対する国からの内示額が県の要望額

を下回ったことで生じた４億５，９９５万５千

円です。

なお、県の要望額を下回ったこの金額につい

ては国に働きかけを行って、委員の方々にも御

協力をいただき、平成３０年度の予算において

事業費を確保したところです。今後も事業の推

進に努めていきたいと考えています。

繰越額は問題ないんですが、国に要土居委員

望した額がなかなかつかないという状況で、補

正でするという現状があるというのはよく分か

りました。今年度もそうですし、これからため

池等で大変危険な箇所があります。強靱化の社

会を築くために、やはり早急に整備が必要だと

思っています。もちろん執行部からも国に求め

ていくでしょうけれども、私どもからも国に強

く求めていきたいと思っています。しっかりと

整備をよろしくお願いします。

主要な施策の成果の１９６ページ、原田委員

木造建築物等建設促進総合対策事業について質

問します。

この事業内容は、ＣＬＴ等利活用促進事業と

なっています。今年の８月下旬に総務企画委員

会で岡山県真庭市に行き、ＣＬＴでできたホテ

ルに宿泊しました。それが何だったという話な

んですけど、香りはとても良かったです。あと

ホテルとしては普通のホテルのようなんですけ

れども、真庭市には銘建工業、ＣＬＴの製造会

社がありますから、そういった利活用で事業を

している。補助も入れながら造っているんだろ

うなと感じたんですけど、大分県はＣＬＴ製造

会社はないわけです。その中で、ＣＬＴ等利活

用促進事業は必要なのかと思ってしまいます。

ただ、こういう言い方をするとＣＬＴ製造会

社に否定的なように思いますけど、そうじゃな

くて、大分県としてＣＬＴをどういうふうに取

り組んでいくかという質問です。

何年か前に、鹿児島県の山佐木材さんですか

ね、職員を派遣しましたよね。戻ってきた後、

日田の振興局にいたと私は聞いたんですけど、

その後どうなったのかなと思いながら、大分県

としてＣＬＴ製造会社の設立も含めて考えたの

かどうかということを、あれからなかなか聞か

ないものですから、ぜひお聞きしたいと思って

います。

ＣＬＴ等利活用促進事業は、河野林産振興室長

今後住宅着工数が大きく減少することが見込ま

れる中、非住宅部門への木材利用を進めること
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を目的に行っている事業です。これはＣＬＴだ

けではなく、木材等も対象としたものでありま

す。昨年度はＣＬＴに関する研修を３回、ＣＬ

Ｔ以外の木造建築物等について７回の研修を行

って、木材に精通した建築士を育成しました。

このような取組を進めることで、木材の需要

拡大が進むと考えています。また、県内の製材

所においては、ＣＬＴの原材料となるスギの板

材が非常に多く生産されていることから、本年

７月から半年間で約１千立方メートルの原板が

県外、岡山県のＣＬＴ工場に供給されるなど、

新たな木材の需要拡大につながっていると考え

ています。

委員から御指摘があったＣＬＴ工場の設立に

ついては、非常に多大な投資が必要であること、

それから大きくて長いＣＬＴ部材の輸送の問題

等もあることから、全国の集成材メーカーも今

建設については躊躇し、足踏みをしているのが

現状です。

このような状況を踏まえ県としては、さきほ

ど言った木造建築に精通した建築士の育成や材

料の供給拡大に向けた取組を通じて、まずはＣ

ＬＴの利用に対する県内の機運の醸成に努めた

いと考えています。

分かりました。機運の醸成というの原田委員

は必要なんだろうなと思うわけですけど、ちょ

っと聞き方を変えると、中島部長、ＣＬＴの製

造会社は必要だと思っているのか、思っていな

いのか、ぜひお伺いしたいと思います。

今、室長からもお答えした中島農林水産部長

ところですけれども、ＣＬＴの工場というのは、

なかなか今全国的に直ちに造ろうというような

状況にないというのが実情です。

そんな中で、必要であるなら県の財政をとい

うことには、そこもなかなかならないと考えて

います。やはり民間がぜひＣＬＴ工場を造って、

需要を拡大してやりたいというような、前向き

で、それもできそうな事業プランがありました

ら、そういったところに対しては県としても後

押しはできるのかなと思っていますけれども、

さきほど申し上げたように、現段階ではなかな

かまだそういった状況ではないというのが実情

だと思っています。

２点ありますが、一つが平成２９年守永委員

度一般会計及び特別会計決算事業別説明書１７

５ページ以降に課ごとに給与費を掲載していま

すけれども、まずこの給与費の中に時間外勤務

手当が含まれているかどうかというのをお伺い

したいのと、働き方改革に向けて８月から時間

外勤務の実態把握と労働時間短縮に向けて取組

が行われていると思うんですが、２０１７年度

の時間外勤務について総務部で質問したときに、

農林水産部では、本庁で１４．９時間、地方機

関で５．３時間という報告がありました。２９

年度の実態について、通常の年よりも多いのか

少ないのか教えていただきたいと思いますし、

また、通常と異なる要因について分析できてい

るか教えてください。

次に、平成２９年度における主要な施策の成

果の１７１ページ、農地中間管理推進事業につ

いてなんですけれども、成果指標として機構を

活用した新規集積面積、目標の３００ヘクター

ルを上回る実績となっていますが、担い手への

集積、農地集積率が４０．１％と示されていま

す。集積された農地の団地化率と言っていいん

でしょうか、一人の担い手がどれだけ団地化さ

れた中で経営ができているのか、合理的な経営

ができているのかといった部分にどれほど寄与

しているのか、状況が分かれば教えていただき

たいと思います。

また、農地中間管理機構を通じて、団地化に

向けた働きかけというのはどのように行われて

いるのか。その成果等についても、もし状況が

分かれば教えていただきたいと思います。

まず、時間外勤務の関安藤農林水産企画課長

係を御説明したいと思います。

まず１点目の１７５ページにある給与費のと

ころに時間外勤務手当が入っているかという点

ですが、これには入っていません。

２点目の実態ですが、農林水産部の時間外勤

務は、本庁は平成２６年度が１５．１時間、２

７年度が１４．８時間、２８年度が１４時間と

減少傾向でしたが、平成２９年度は１４．９時

間と増加しています。これは九州北部豪雨、そ
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れから台風第１８号等の災害対応が主な要因で

す。

また、地方機関においては、平成２６年度が

５．５時間、２７年度が５．２時間、２８年度

が５．２時間、平成２９年度は５．３時間とい

うことで、ほぼ同程度で推移している状況です。

この事業では、加藤農地活用・集落営農課長

農地の集積率や新規集積面積などを目標に掲げ、

農地の集積、集約化の取組を進めてきました。

本事業の成果の農地の集積の状況を御報告しま

すと、平成２６年度の事業開始の集積率は３３

％でしたが、この４年間で４０．１％まで拡大

しています。御質問にあった団地化率について

は、農地中間管理事業において定義付けされて

いませんが、２９年度の農地中間管理事業を通

じて農地の転貸を受けた担い手の平均経営面積

は０．７ヘクタールから１．５ヘクタールに増

加するなど、規模拡大が進んでいます。他方、

担い手の集約化につながる耕作集積協力金の交

付面積、連たん化した面積ですが、２７年度に

は２８２ヘクタールであったものが２８年度に

は１９７ヘクタール、２９年度では１４８ヘク

タールと年々減少していることから、今後、取

組が必要です。

そのため、今年度から農業委員会が市町村ご

とにおおむね１か所のモデル地区を設定の上、

農地中間管理機構と連携して、農地の集約化な

どに重点的に取り組んでいるところです。

今後の本県農業の持続的発展に向けては、作

業の効率化や低コスト化が必要であることから

引き続き基盤となる農地の集積、集約化をしっ

かりと進めてまいりたいと思っています。

時間外勤務縮減の取組については、守永委員

災害等でどうしようもなく業務が急きょ増える

ということもありますし、ここ数年災害が多か

ったという状況から、極力通常の年に時間外勤

務がなくなるような取組をしていかないと、正

に余裕がなくなってしまうという状況もあると

思いますので、超勤の縮減に向けては力を入れ

ていただきたいと思いますし、そういった忙し

さの中で健康管理ができるように配慮いただき

たいと思います。

さきほど土木建築部で質問を投げかけたとき

に、土木の日、土で１１、木で１８、１１日と

１８日はもう超勤をしないで帰ろうという呼び

かけをしているということを言われていました。

忙しい中でも、休むときにきちんと休むという、

いわゆるリセットするときは必要じゃないかと

思いますので、農林水産部が米とは言いません

けれども、８日、１８日に帰るとか、そういっ

た工夫も凝らしてみたらどうかと思いました。

そういった点も含めて、ぜひ超勤管理について

は御配慮をお願いしたいと思います。

また、農地中間管理機構の取組については、

かなり成果が上がっているんだろうと思う反面、

地域でどうしても経営ができない農地が集約さ

れつつあるというのが実態じゃないかなという

気もします。今お話にあった連たん化面積につ

いては徐々に減ってきているということは、結

局連たん化されていない、効率的な経営が厳し

くなってきているという実態があるんじゃない

かと思っています。それについて、モデル地区

を設定して取り組むということで、ぜひその取

組について期待したいと思います。その中でや

はりネックなのは、農地を集約して耕作するの

はいいとして、その畦草刈りだとか水路の維持

管理、そういったものをどう地域の方々と連携

して担い手の負担を軽減していくかということ

が一つ考えられるんじゃないかと思います。普

及員の皆さんがそのモデル地区につくんでしょ

うから、ぜひ普及職員の方々も現地の集落の方

々とよく話をしながら担い手の負担だけになら

ないように取組を進めていただければと思いま

す。

以上、要望として投げかけたいと思います。

農林水産部としても、安藤農林水産企画課長

月のうち１３日、これを一次産業の日として、

あわせて第４金曜日は「県産魚の日」として、

超勤縮減で全員一斉に帰ろうと取り組んでいま

す。引き続き超勤縮減に取り組んでまいりたい

と思います。

私は有機農業が広がるといいなとい平岩委員

つもいつも願いながら生活をしているので、有

機農産物についてお伺いします。
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主要な施策の成果１８３ページになります。

有機農産物生産流通拡大推進事業で、県内の有

機栽培農家数を市町村ごとに教えていただきた

いというのと、グループ化されていく状況です

けれども、それがどのくらいあるのかというこ

とを教えていただきたいと思います。

まず、県内における太郎良地域農業振興課長

市町村ごとの有機栽培農家数ですが、事前にお

手元に資料をお配りしています。定義が明確で

ある有機ＪＡＳに取り組んでいる農家数は、県

の調査では３０年３月末時点で１２市２町にお

いて１０５戸となっています。

次に、グループ化についてですが、有機農業

者は御存じのとおり、その多くが小規模である

ことなどから、生産力の強化やロットの確保に

よる販路拡大につなげるためグループ化に取り

組んでいます。２９年度は４グループを作るこ

とができまして、宇佐市で２グループ、玖珠町

で１グループ、由布市で１グループという状況

です。加えて、昨年度は臼杵市の企業的有機生

産者が一元的に県下の有機農産物を集荷し、大

手量販店向けに流通販売していくためのネット

ワークを整備したところです。また、有機農業

を拡大していくためには消費者の理解、醸成が

重要であることから、量販店等との連携による

ＰＲ活動やオーガニックマーケットの開催など

に取り組んできています。今後ともこうした取

組を充実させながら、有機農産物の生産流通拡

大を進めてまいります。

午前中に説明資料が机上に配られて平岩委員

いましたので見せていただきました。数がだん

だん増えていっているんだなというのをつくづ

く思いましたが、県のまとめの課題の中に、少

量多品目の有機栽培は生産性が不安定で流通が

限られて広がらないというような総括をされて

います。私は農業の専門家ではありません、全

くの素人ですけれども、そういうものをいつも

利用している者として、少量多品目を逆手に取

ってこれから進めていくということも大事かな

と思いました。例えば、県が進めている白ねぎ

なんか、一つの品目だと今年の夏は病気が入っ

たりして結構生産量ががたっと落ちたと聞きま

すけれど、有機の場合は時期を少しずつずらし

ながらいろんな品目をつなげて作っているので、

そのことではアピールできるのではないかなと

思います。消費の部分では、今は宅配とか通販

の時代で、そういうところとつながっている有

機栽培農家はとても多いと思うんですね。だか

ら、県が考えているロットを増やして量販店に

大量に持っていくという前に、まず１戸１戸の

農家が着実に広がって、そしてその人たちがき

ちっと仕事をして、それが消費者につながって、

その後に大きな流通につながっていけるのが理

想ではないかなと私は個人的に思うんですけれ

どいかがでしょうか。

本当に有機農業の農太郎良地域農業振興課長

産物の特徴を生かしたこういった販売促進も今

後していかないといけないなと考えていますが、

ここに書いているように、有機農業というのが

堆肥等で土づくりをして、化学合成肥料とか農

薬を使わないという特殊な栽培条件であること

から、なかなか普通の方が求めているような品

質とか量が安定的に取れないという問題があり

ます。

大分県にも毎年いろいろ新規就農者が入って

こられますけれども、大体全国的に見ても３割

ぐらいの方は有機農業をしたいということで、

今、９組１０名ぐらいの方が有機農業を実践し

ている生産者のところで研修を重ねながら、ま

ずは技術を確かにしていただく。そういったと

ころから始めて、その後に今度は売り先ですが、

なかなか全国的にも普通の市場に流通するよう

な大量の、量がないというところです。どうし

ても宅配企業とか、個別の販売とか、そういっ

た少量のロットに対応するようなところですけ

れども、個々で取り組んでいくと周年安定して

供給できないという問題があります。そこで昨

年からこの事業に取り組んで、皆さん共同で同

じ志がある生産者が仲間を作って一緒に協力し

合って、そういう需要に対してきちっと供給し

ていこうと。そうすることで、自分たちの信頼

性もアップしますので、そういった取組を進め

てきているところです。本当に幸い、大分県の

中にはそういう核となる有機農業の先駆的な企
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業体がいるということで、そういう方々を中心

にどんどん輪を広げていって、そしてまた大手

量販店との流通と言うか、バイパスも広げてい

くことで、これからどんどん入ってくる生産者

の方々、希望する方々を支援していきたいと考

えています。

昨日、たまたまうちに有機栽培の野平岩委員

菜が届く日だったんですけれど、本当に１０品

目ぐらいあるんですね。そして、その中で、そ

こが作っていない物で、よそとの関係の中で手

に入れた物も入ってきているし、６次産業化の

中で今はなすが採れる時期なので、辛子漬けの

なすが入っていたりとか、ああ、広がっている

んだなと思います。ただ、やっぱり有機農業を

やっている方はこだわりが強い頑固な方も多い

と思いますし、でも、そういうところで弟子に

なって一生懸命頑張っている若者が１０名いら

っしゃるということで、この若者がしっかり自

活できるようにいつもいつも願っています。よ

ろしくお願いします。（「関連」と言う者あ

り）

今の平岩委員の有機農業のことなん久原委員

じゃけど、いろいろ私も考えてみるんやけど、

今私のところの地区に２軒おるんや。それが有

機農業をずっとやりよる。それで、一人は子ど

もが５人おるんよ、もう１軒は４人おんのや。

「お前たちはそげん子どもを作っちょって生活

できるんかい」と、こんな話をしたんやけどね。

我々の親たちの時代を考えてみると、７人も８

人も子を産んじょんのやな。そしてやっぱりこ

の有機農業、あの頃は昭和２０年の初め頃だっ

た。その頃は農薬というのはなかったんや。あ

るいは購入する肥料なんかなかった。だけん、

もう自分ところの循環農業の有機農業をしよっ

ただけで、私はやっぱりそれが子どもがな、多

産の原因じゃねえかなというようなことも考え

てみたりもするんや。そして、その人に私が、

「お前の米は何ぼで売りよるんか」と聞いたら、

３０キロ３万円で買い手があるっち言うんよ。

我が家の周りの人たちはみんな８０歳ぐらいに

なって、子どもは帰ってくりゃせん。だから、

その有機農業の人なんかはただでね、どんどん

田んぼを増やして、作ってくれと言う農家から

ありがとう、ありがとうと褒められよる。そう

いうふうなのを、私は一人でやっぱり考えたけ

ど、市役所の中に入れていくのも一つの方法じ

ゃないかと思うんよ。今言うように、もうどん

どんたくさん作って農業するような時代じゃね

え、もう少子・高齢化、人口減少社会の中にあ

って、そういう今の時代に合ったような農業と

いうのもあってしかるべきだと思うので、これ

はよう専念してやっちょくれ。

新規就農者で有機農太郎良地域農業振興課長

業を志す方々が本当に経営を確立していただく

ということが私たちの本当の願いです。

そういう中で、さきほど言いましたように有

機農業は特殊な栽培だということで、例えば、

以前県内で起こった事例なんですが、地域で一

人で無農薬栽培をしていて、そこで病害虫が発

生して、やっぱり周りの普通にやっている方々

が結構迷惑をされたと。有機農業をやりたいと

いう方々は大切なんですけれども、その方々が

地域に定着していただくためには、地域の合意

と言うか、理解と言うか、そういったこともや

っぱり進めていかなければならないということ

です。同時に今市町村に私たちも働きかけまし

て、市町村でそういう振興策を作ってくれませ

んかという、大分県の有機農業推進計画の中で

も、平成３３年に旧市町村のところで策定して

もらおうという働きかけをしています。市町村

にも協力していただいて、そういう方々を地域

をあげて支援するような仕組みづくりというこ

とも大切かなと思っています。

今のところ７市町村ですけど、今年は佐伯市

も取り組んでいただけるということで今検討中

です。そういうふうに少しずつ皆さんの理解を

得ながら支援していきたいと考えています。

あんな、私は見ちょるんやけど、逆久原委員

なんじゃ。例えば、田んぼの中にウンカが発生

して、それでぼこぼこ穴が開くごとして、農家

の人はみんな、農薬をやろうとしたんよ。そう

したときに、もう農薬をやらんで早く刈ろうや

と言うて刈ったんよ。だから、そのあと私は、

あのウンカの集団が全部有機農家の田んぼに行
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ってしまうんじゃないかと思うた。何のことは

ない、何も来んのよ。やっぱりあそこには、薬

をしちょらんもんやから、いろんな薬で死んで

しまうような幼虫みたいなんがおっちょってか

ら、そういうのがウンカを食うてしまうんじゃ

わ。そういうふうな効果もあるような感じがす

る。そういうことで。

ほかに事前通告をされていない鴛海副委員長

委員で質疑はありませんか。

私から１点です。主要な施策の成果三浦委員

２０９ページの世界農業遺産ファンド推進事業

の関係で伺いたいと思います。

世界農業遺産認定を受けて、今年でちょうど

５年が経過すると思います。その中で、この認

定市町村の支援というところで、少し具体的に

どういった支援を今行っているのかということ。

あわせてこの２８年度、２９年度に６地域のう

ち達成が５ということで、市町村の１地域が漏

れていると思うんですけれども、エリアが宇佐

から日出までということでかなり限られている

中で、なぜ一つ漏れているのかというのを伺い

たいと思います。

あと、フェイスブック等で確認をさせていた

だいていますが、事業の成果のような効果が現

れているのかというのをちょっと私は疑問に感

じているところです。担当課長から見て、この

５年間、宇佐から日出までの世界農業遺産認定

を受けた地域にどういった効果が現れているの

か、ＧＩＨＡＳ（ジアス）の精神にのっとって

ですけれども、その辺の考えまた感想なりをぜ

ひ伺いたいと思います。

順序が逆になるかもし安藤農林水産企画課長

れませんけど、まず総括的なところから。

５年間たちまして、大きな方向としては２点、

次世代も育成していくということ、それから地

域が元気になるということ、この大きな２点を

目標としてやってまいりました。

その１点目の次世代の育成という点では、認

定地域の全市町村、小中高にいろんな教育的な

取組を行っています。例えば、高校生でしたら

聞き書き大会という形で、地域の農林業名人の

ところに高校生が取材に行き、その取材したも

のをまとめて高校で発表大会をするとか、中学

生では、それぞれ特別授業をやるということで、

その地域の中では若い世代を中心にしてそうい

う教育が非常に進んでいると思っています。認

定地域内では認知度７０％という状況です。

もう一つの地域を元気にするという点です。

５年たちまして、私どももやっぱり大きな課題

だと感じています。農林水産業が元気である、

もうかる農林水産業であるということが、そこ

の地域を元気にしていくということだろうと思

っています。最近ではフェアの開催とか、ビジ

ネスプランコンテストをして、いい知恵がない

かというのを募集しています。そういう形で引

き続きしっかりと取り組んでまいりたいという

のが総括です。

具体的には、市町村支援をどうしているかと

いう点ですが、これは補助金を用意していて、

県が３分の２補助で、ちょっと高額補助ですけ

れども３年間してきました。市町村が首都圏等

でフェアをやるときに、それを支援するとか、

そういうものです。

あと１点、１市町村ないんじゃないかという

点ですが、おっしゃるとおりです。それはある

市町村でいろんな事業が絡んで、その当時でき

なかったため、引き続き協力をしていく。こち

らもいい事業と思っていますので、積極的に市

町村に事業展開をしていただくようにしていき

たいと思います。

取組によってかなり認知されてきて三浦委員

いるという答弁だったと思うんですけれども、

この３番の事業の成果で、県内における世界農

業遺産の認知度パーセンテージが出ています。

この４５％に対して３９％というのは非常に分

かりづらいと思うんですけれども、これは何に

対してどうなっているのかというのを逆に教え

ていただきたいと思います。

これは成果指標として安藤農林水産企画課長

認知度を上げています。私、さきほど７０％と

申し上げたのは、地域内でということなんです

が、実は地域外になりますと、これが３３％ま

で落ちます。つまり、今４００人のインターネ

ットによる認知度調査を毎年しているんですけ
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れども、人口比でちゃんと計っていますので、

認定地域外の方が圧倒的に多いんですが、そう

したときに３３％ということで。これについて

は引き続きどうやって認知度をアップするかと

いうのは非常に大事なことだと思っています。

今５年が経過したわけですので、ぜ三浦委員

ひこの宇佐市から日出町まで、認定されたエリ

アをしっかり県が中心になってサポートを、ま

た今後とも引き続きお願いしたいと思います。

主要な施策の成果の２１１ページ、麻生委員

集落営農構造改革対策事業について、さきほど

来議論が行われているわけですが、私はこの中

でもう１回確認をしたいんですが、担い手不在

集落の定義についてどう認識しているのか。担

い手不足は本当に深刻な状況にありますし、特

に元気で豊かな農山漁村の継承という意味での

担い手不足からの脱却、取りあえず不在は解消

したという達成率は示されているかと思うんで

すが、その定義はどう読み解けばいいのか教え

てください。

細かい数字まで加藤農地活用・集落営農課長

持ち合わせていないんですが、原則的に、その

集落に中核的農家や認定農業者の方々がいない

集落ということで数を数えています。

分かりました。不在という意味では麻生委員

そういうことなんだろうと。とは言いながら、

担い手が不足して、その集落そのものが元気で

豊かな継承ができるかと言うと非常に厳しい問

題もあるんだろうと思っていますので、最近で

はＪＡ全農の人材派遣とか、古国府の方から派

遣をする。また、そういった各地域にも立ち上

げるというようなことも起こっているわけであ

って、そういったところといかにリンクさせる

かということと、今年の６月に日銀大分支店が

提言をまとめている大分県農業の成長の可能性

で、農家比率が５割以上の農家集落、１，１３

０でしたでしょうか。これを地域類型、平地に

あるところとか山間地とか山奥にあるとか、そ

ういった類型別で農家比率５割以上の集落とこ

こにあります集落とのリンク、類型をしっかり

して、その上で対策を立てていくと面白いこと

が分かるんじゃないかなと感じたところであり

ます。同時に、県都から遠かったり不便であっ

ても、農家比率が高くて評価額、移輸出額とか

いう、今まで大分県の農政では表現していない

ような視点の指標も用いながら取組をしていた

ことに注目していますので、ぜひああいった提

言をこの集落にも置き換えて、もうちょっと細

かく分析して来年度のプランに生かしていただ

ければ幸いかと思いますので、よろしくお願い

をしておきます。

担い手不在集落加藤農地活用・集落営農課長

の一つの解消策として、今地域農業サポート機

構の設立を進めています。２９年度までに四つ

の地域で機構が設立され、本年６、８月にプラ

ス６機構認定して、合わせて１０機構が設立さ

れました。２８年度の実績を見ますと、その機

構が担い手不在集落に出向いて農地の管理や作

業支度等を担うということで、１８９の担い手

不在集落の解消がされました。ゼロというわけ

にはなかなかいかないでしょうけど、こういっ

たところの取組を進めながら、県下の集落、地

域を守っていく活動を続けていきたいと思って

います。

さきほど言った１，１３０集落、こ麻生委員

れの評価額というのは大分県の農業の算出目標

額よりも大きいというような指摘もありました

し、今言った担い手派遣と言いますか、植付け

期、収穫期のピンポイントに必要なときが重な

ってしまうという部分もあろうかと思うので、

やっぱりその具体的な集落名までピックアップ

しながら対策を練っていく必要があろうかと思

いますので、それも含めてお願いをしておきた

いと思います。

２点伺いたいと思います。最初は、近藤委員

主要な施策の成果１９０ページ、肉用牛生産基

盤拡大支援事業について伺います。

肉用牛の増頭対策については、我が会派から

も強く申入れをしたところですが、早速実施し

ていただきましてありがとうございます。この

施策について、ぜひ続けてもらいたいと思って

いますが、今後どういうふうにされるのか、打

ち切るのか、その辺の見通しについて伺いたい

と思います。
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肉用牛増頭対策について、やっぱり一番肝心

なことは種牛の造成だと、私はそう思っていま

す。糸福号以降、２０数年間主要なこれという

ものが実際できていないんですよね。そういう

こともあって、私も農業新聞の子牛価格を全部

切り抜いてずっと持っていますけれども、今年

９月の若牛の全国主要市場４５市場が出ていま

すけれども、一番高いところが兵庫県淡路、そ

れから但馬、鳥取中央、全部１００万円を超え

ているんですよね、淡路は１０９万７千円に９

月市場ではなっています。

大分県を見てみますと、玖珠は平均が７０万

５千円、豊肥が７４万８千円で、これは沖縄に

次いで最下位なんですよ、沖縄の次なんですよ。

沖縄も大分県よりいいところもありますけれど

も、これだけ下がっているということは、結局

購買者から大分の牛が評価されていないという

ことになるわけです。だから、今ゲノム手法な

んか使って早急に作ることが肝要だと思ってい

ます。

大分県は鳥取県と一緒にオレイン酸の、中身

の濃い種雄牛づくりをやっていたんですが、い

つの間にか大分県は抜け落ちて、鳥取県だけが

先行していて、鳥取県はすごい成果を出してい

ますので、大分県は今後どうされるのか、いい

方向も見えていますけれども、あわせてお伺い

したいと思います。

もう１点は、木材の関係ですが、主要な施策

の成果の１９５ページ、木材生産コスト低減推

進モデル事業は非常に大事な、いいことであり

まして、ぜひとも続けてやっていただきたいと

思っていますが、皆伐が進まない一つの大きな

理由に、せっかく育てて売っても、あとまた育

てるということになったら大変なんですよ。５

年間ぐらいは下刈りの補助がありますけど、そ

れ以後はやっぱり自力でやらなければいけませ

んので、そういうことで進んでいないと思いま

す。私の集落だけでも、よその人が山を持って

いるんですけれども、１０何ヘクタールが切っ

たまま放置林になっています。これがシカとか

イノシシの害で非常に困っていますけれども、

こういうところにもどうかして森林環境税なん

か使って、植林をしなきゃいけないと思います

が、その辺りのことをお聞かせ願いたいと思い

ます。

肉用牛の増頭対策ですけれ茶園畜産技術室長

ども、これまで３年間の増頭対策により、２，

３７０頭の繁殖雌牛の導入がされているところ

です。

結果として、繁殖雌牛頭数は回復の基調にあ

るということで、非常に効果があったと考えて

いるところです。

今後の対策については、これから検討します

けれども、これまでの対策に加えて、やはり繁

殖雌牛側にしても産肉能力の高い繁殖雌牛の増

頭について進めていく必要があるのではないか

と考えているところです。

また、種雄牛の造成については、委員御指摘

のとおり、県内の県有種雄牛の精液譲渡本数も

非常に減少しているところです。こういう状況

ですけれども、今年度から改良方針を生産者と

共に定めて、これまでのＢＭＳだけではなくて、

枝肉重量、また、それに加えておいしさを付加

した改良を進めていくということで認識を統一

したところです。加えて、このたび新しくゲノ

ム育種価評価を活用した方法で優秀な種雄牛も

できています。このような手法を活用していき

ながら雄側の種雄牛造成を進めてまいりまして、

子牛市場については、雄側の改良と雌側の改良

をあわせて行うことによって市場価格の向上を

図っていきたいと思っています。

山の伐採、その後の造林に諏訪林務管理課長

ついてお答えします。

委員御指摘のとおり、伐採した後は我々とし

ては、当然きちっと植えて管理して、またいい

山に戻していただく、いわゆる循環型の林業を

ぜひとも進めていきたいと思っています。

御指摘のあった伐採した後の造林ですけれど

も、今県としては、国の公共事業に加えて、県

の環境税、また木材業者さんとか所有者さんか

らいただいたお金、また、一部については民間

企業からいただいたお金で、最高９５％までの

支援で再造林ができるように支援しているとこ

ろです。
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こういう形で、これから主伐が増えていきま

すので、再造林の支援については引き続き強化

していきたいと思っています。

流通対策をしっかりやっていただい近藤委員

て、それは感謝していますが、もう一歩突っ込

んで、ホテルとかレストラン、県内で１社だけ

使っているんかな、あんまり使っていないので、

この辺も県内で肉を使うような、そういう施策

もやっていただきたいと思っています。

それから、林業については、やっぱりドロー

ンを使って木材調査をやるような仕組みを各森

林組合でもできるようにしっかり御指導を賜り

たいと思います。それが低コスト生産につなが

ると思っていますので、その辺もよろしくお願

いします。

流通対策について、お答えをいただきたいと

思います。

御存じのとおり、９月４日河野畜産振興課長

に「おおいた和牛」を立ち上げました。９月４

日時点では２８の事業者に御協力をいただいて

います。その後、今日までに１１の方々に追加

で参加をいただきました。今は県内だけでそれ

だけの業者の方に御協力をいただいています。

それから、肥育農家についても、９月４日時点

からもう１名に参加いただいて、４４人の方に

参加いただいています。今後は、県外、東京・

大阪で今年度中にフェア等を開催して、「おお

いた和牛」を全国に知らしめていきたいと思っ

ています。

主要な施策の成果１９５ページ、木桑原委員

材生産コスト低減推進モデル事業についてお聞

きします。

現状と課題のところに主伐・再造林への本格

移行という言葉、そして、事前にいただいた資

料の中に、現状のところですか、戦後の拡大造

林地が成熟し、約１０万ヘクタールが伐採適期

であるという言葉がありますね。この主伐の本

格移行とか伐採適期というのはどういうことか

というのがまず最初。

そして、同じくいただいた資料に主伐・再造

林による林齢平準化が必要というのがあって、

この林齢平準化というのはどういうことなんで

すか。そこの場所の林齢を一緒にすると言うん

ですか。そこの図を見るとちょっと違うような

ニュアンスかなと思いましたので、そこの確認

と、どちらにしろ皆伐・再造林、平準化すると

いうことになると、根の深さの多様性が失われ

て土砂災害に弱いという研究があるんですけれ

ども、県としては、この皆伐・再造林して平準

化された同じような年齢の木が育っているとこ

ろというのは、土砂災害に対して自然更新の森

と同じように強いのかどうか、その認識を教え

てください。

取りあえずその二つでお願いします。

まず、いただいた３点、主諏訪林務管理課長

伐への本格移行ということと伐採適期、平準化

ということについて御説明します。

主伐への本格移行ということですけれども、

本県に限らず、これまではどちらかと言うと森

林が育成段階ということがあり、要は切って木

材として利用できるものが少なかったというこ

とがありました。若い林齢の頃ですね。そうい

うものから年数がたっていくごとに木材として

本格的に利用できるという状況になってきたと

いうこと。当然山の林齢が上がってきていまし

て、成長量が少しずつなくなったとは言いませ

んけれども、若い頃に比べて鈍化していくとい

うことがあります。この二つのことを指して、

主伐への本格移行を図っていくと。森林の状況

に応じては、当然間伐もあろうかと思いますが、

森林の林齢が上がってきた、成長量がなくなっ

たということではないが落ちてきているという

傾向を踏まえて、主伐を当然検討していくべき

と考えています。

伐採適期は、今申し上げたとおり、成長量が

なくなるということではなくて、１年間の成長

がこれまでに比べて落ちてくるという生物の現

象を捉えて、その時期が伐採適期と一般的に言

われていますので、そういう言い方をしていま

す。

平準化は、本県に限らず日本の森林は戦後、

昭和３０年頃を中心に、エネルギー革命ではな

いですが、山の木が切られて、どんどん人工林

が植えられた。今植えて５０年前後の山が非常
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に多くて、若い森林が少なくなっていますので、

少しずつその５０年、６０年になっていくとこ

ろを切って、若い森林も、これは県全体のこと

と捉えて植えていくことによって、長期的に山

の森林の年齢構成を若い木も増やしていきたい

といういことで平準化と言っています。

また、伐採した後の、根の深さの多様性とい

うことで、それについて災害に弱いのではない

かという話がありました。これは、そのまま伐

採した状況ですと、それがずっと絶えていきま

す。木の根がどんどん腐朽していきます。これ

については、１０年、１５年ぐらいはその根の

力がもつと言われていますので、根がきちっと

土を捕まえる力、緊縛力と言いますが、それが

ある間にきちっと再造林をして森林にしていく

と。当然、切った後に適切に植えることによっ

て、森林の表面が崩壊していくのをきっちり抑

えていきたいと考えています。

林齢平準化というのは意味が分かり桑原委員

ました。それが県全体で見て若くというところ

も分かりました。災害に大丈夫というのは、私

もそんなに研究結果を持っているわけじゃない

ので、今の課長の御説明を信じようかなと、取

りあえず思っていますけれども、この戦後７０

年以上たって伐採期にある、一般的に言われる

成長量が鈍化しているというところ。これは林

野庁もずっと言っているから、それを県も使っ

ているんでしょうけれども、これはもう、やめ

た方がいいんじゃないかなと思います。

私は６月の意見書に対する討論で申し上げま

したけれども、２０１４年以降、いろんな内外

の研究機関が発表しています。日本でも国立研

究開発法人森林研究整備機構が２０１５年の研

究結果で、スギなら１４０年、ヒノキなら１０

０年ほど、５０年を超えて幹がどんどん鈍化じ

ゃなくて、反対にそこから増えるんだという結

果が出ていますよ。だから、この林野庁の認識

を基にやっているものは全部おかしいというこ

とに、そのうちなると私は思っていますので、

ちょっと調べていただければと思います。

そして、この事業の木材生産コスト低減推進

を本当にしたいと言うのであれば、高機能高コ

ストな機械を入れたり、路網整備したりするこ

とを必要としない自伐型林業というのが今注目

を集めていますよね。林業の先進国であるドイ

ツとかオーストリア、特にドイツの場合は日本

と森林面積がほとんど一緒で生産額３倍以上、

雇用で言えば２０倍ぐらいというのが実現して

います。そこは本当にもう１００年単位の長伐

期で、非皆伐ですね、間伐でやって自然更新で

やっていると。林家ももうかっていると。全く

日本と逆の方向をやっています。

県は本当に国の方針のままやっていますけれ

ども、国に先んじてそういった先進的なものも

研究するお考えがないかお尋ねします。

まず１点目、山の成長の度諏訪林務管理課長

合いについて御質問をいただいています。

県では、県内で平成２８年度から今年度まで

３年間で、５００地点ほど山の人工林の状況を

調査して、成長度合いがどうなっているか、い

ろいろな林齢のところ、当然樹種を前提に調べ

ています。そういうものをきっちり整理して、

山の成長曲線を改めて整理するということを進

めています。そういうもので、成長度合いの県

内の実状をあわせて施業に生かしていきたいと

思っています。

もう１点、ドイツのお話です。いわゆる高機

能とかではなくて、自伐の研究をしてはどうか

というお話がありました。

山の管理というのは、我々も森林所有者にや

っていただくことが基本と考えています。これ

は、先般成立した法律でも、国としてそうなっ

ているところです。ただ、全ての方ではなくて、

多くの方はやっぱり自分では山の制御ができな

いとか、若しくは規模が小さいということがあ

りますので、経営管理を森林組合など若しくは

力のある事業体にお任せして集約化をしている

状況が、全てとは言いませんが、多いのかなと

いうのが大分県内の状況です。

自伐の状況については、本県内でも大きな方

が周辺をまとめてやっているような形もあれば、

若しくは自伐と言っても、ほかの方の山を預か

ってやっているというのは、これは本県ではな

く他県に多いと思いますが、そういうものもあ
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ると聞いています。これを類型化しますと、大

規模になっていけばいくほど全てが皆伐という

わけではなくて、間伐でやっているところも県

内に多くあります。大規模なところは林業生産

活動という面で、小規模な方、ほかの方の山を

借りてやっている方は、どちらかと言いますと

地域振興の面で地域から期待されて注目を浴び

ている例が多いということを研究者の書いてい

る文章で拝見しています。

県としては、今お話ししたような実態を踏ま

えて、自伐の方も含めてですが、その規模に応

じてしっかり支援をしたいと思っています。

諏訪課長、ありがとうございます。桑原委員

今後も議論を深めさせていただければと思いま

す。

ほかに質疑ありませんか。鴛海副委員長

〔「なし」と言う者あり〕

委員外議員で、質疑のある方は鴛海副委員長

ありませんでしょうか。

〔「なし」と言う者あり〕

それでは、本日の質疑等を踏ま鴛海副委員長

えて、全体を通して委員の方からほかに何かあ

りませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

別にないようですので、これで鴛海副委員長

質疑を終わります。

それでは、これをもって農林水産部関係の審

査を終わります。

執行部はお疲れさまでした。これより内部協

議に入りますので、委員の方はお残りください。

〔農林水産部、委員外議員退室〕

これより、内部協議に入ります。鴛海副委員長

さきほどの農林水産部の審査における質疑等

を踏まえ、決算審査報告書を取りまとめたいと

思いますが、特に指摘事項や来年度予算へ反映

させるべき意見・要望事項等がありましたらお

願いします。

今申し上げましたけれども、県はい近藤委員

い種雄牛ができたということを宣伝するんやけ

ど、誰も評価していないんですよ。だから、や

っぱり今はゲノムの編集ができますので、必要

な予算をかけて早急に作らないと、もう生産者

はやる気をなくしているんですよ。一方で、鳥

取県は後継者グループが５００万円も出して牛

を買ってきている。自分たちでいいものを作る

と言って、畜産研究部は相手にされていないん

ですよ。そういうことでは困るので、本腰を入

れて作るように要望していただきたいと思いま

す。

ほかに意見、要望はありません鴛海副委員長

か。

〔「なし」と言う者あり〕

ただいま、委員からいただきま鴛海副委員長

した御意見、御要望及び本日の審査における質

疑を踏まえ、審査報告書案として取りまとめた

いと思います。

詳細については、委員長に御一任いただきた

いと思いますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

それでは、そのようにいたしま鴛海副委員長

す。

以上で農林水産部関係の審査報告書の検討を

終わります。

これをもちまして、本日の審査日程は終わり

ましたが、この際、何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

それでは、次回の委員会は、明鴛海副委員長

日５日の午前１０時から開きます。

以上をもって、本日の委員会を終わります。

お疲れさまでした。


